
監査結果公表第１－１１号  

 

 

包括外部監査結果に基づく措置の通知の公表について  

 

 

 次のとおり包括外部監査の結果に基づく措置の通知がありましたので、地方自治法

第２５２条の３８第６項及び八尾市監査委員条例第８条の規定により公表します。  

 

 

  令和２年３月４日  

 

                    八尾市監査委員  田 中   清   

                       同     八 百 康 子   

                       同     五百井 真 二   

                       同     畑 中 一 成   

 

 

記  

 

１ 措置の通知  

   令和２年３月３日付け 八政行第１４４号  

 

２ 問合せ先  

   八尾市本町一丁目１番１号  

    八尾市監査事務局  

     電話番号 072－924－3896（直通）  

 

３ その他  

   措置の通知については、市役所本館３階の情報公開室及び八尾市ホームページ

でも閲覧できます。  

 



  八 政 行 第 144号 

令和２年３月３日 

八尾市監査委員 田 中   清 様 

八尾市監査委員 八 百 康 子 様 

八尾市監査委員 五 百 井 真 二 様 

八尾市監査委員 畑 中 一 成 様 

 

八尾市長 山本 桂右 

 

包括外部監査の結果に基づき講じた措置等について（通知） 

 

地方自治法第 252条の 38第６項の規定に基づき、下記の事項に関し、本年１月 20日までに講じ

た措置等について別紙のとおり通知します。 

 

記 

○平成 19年度包括外部監査について 

人件費にかかる財務事務について 

○平成 23年度包括外部監査について 

教育行政における取組み等について 

○平成 26年度包括外部監査について 

生活保護事業に関する事務の執行について 

○平成 27年度包括外部監査について 

市単費事業に関する事務の執行について 

○平成 28年度包括外部監査について 

外郭団体の財務に関する事務の執行及び当該外郭団体の出納その他の事務の執行について 

○平成 29年度包括外部監査について 

税務事務の執行について 

○平成 30年度包括外部監査について 

補助金・負担金等に係る事務の執行について 

 

 

※なお、平成 14 年度包括外部監査「出資法人（４法人）の財務事務及び八尾市の４出資法人に対す

る出資金、委託料及び財政援助に関する財務事務について」、平成 15年度「補助金の財務事務の執行に

ついて」、平成 16 年度「八尾市公共下水道事業及びその他の下水処理に関連する事業について」、平成

17 年度「「公の施設」の管理運営について」、平成 18 年度「八尾市立病院事業の財務に関する事務の執

行及び経営に係る事業の管理について」、平成 20年度「国民健康保険事業及び介護保険事業について」、

平成 21 年度「委託契約及び工事請負契約の事務の執行について」、平成 22 年度「歳入の執行事務につ

いて」、平成 24年度「水道事業の財務に関する事務及び経営に関する事業の管理について」並びに、平

成 25 年度「公共資産（インフラ資産）の整備及び管理に係る財務に関する事務の執行及び事業の管理

について」は、全ての結果・意見に対して対応済みとなっております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

包括外部監査における改善措置等の状況(令和２年１月20日時点)

合計件数
(d)

内、「措置済み」件数
内、「市の判断により

対応」件数

結果 22 22 ――― ――― ――― ――― ―――

意見 53 53 ――― ――― ――― ――― ―――

結果 9 9 ――― ――― ――― ――― ―――

意見 246 246 ――― ――― ――― ――― ―――

結果 0 ――― ――― ――― ――― ――― ―――

意見 30 30 ――― ――― ――― ――― ―――

結果 4 4 ――― ――― ――― ――― ―――

意見 50 50 ――― ――― ――― ――― ―――

結果 10 10 ――― ――― ――― ――― ―――

意見 62 62 ――― ――― ――― ――― ―――

結果 4 4 ――― ――― ――― ――― ―――

意見 33 29 4 0 0 0 4

結果 3 3 ――― ――― ――― ――― ―――

意見 19 19 ――― ――― ――― ――― ―――

結果 10 10 ――― ――― ――― ――― ―――

意見 44 44 ――― ――― ――― ――― ―――

結果 5 5 ――― ――― ――― ――― ―――

意見 25 25 ――― ――― ――― ――― ―――

結果 2 2 ――― ――― ――― ――― ―――

意見 18 17 1 0 0 0 1

結果 2 2 ――― ――― ――― ――― ―――

意見 8 8 ――― ――― ――― ――― ―――

結果 1 1 ――― ――― ――― ――― ―――

意見 9 9 ――― ――― ――― ――― ―――

結果 7 7 ――― ――― ――― ――― ―――

意見 22 21 1 0 0 0 1

結果 4 4 ――― ――― ――― ――― ―――

意見 67 59 8 2 2 0 6

結果 26 26 0 0 0 ―――

意見 94 80 14 1 1 0 13

結果 3 3 ――― ――― ――― ―――

意見 21 17 4 2 1 1 2

結果 7 6 1 0 0 0 1

意見 52 12 40 11 10 1 29

結果 119 118 1 0 0 0 1

意見 853 781 72 16 14 2 56

※網掛け部分は、結果や意見への措置等がすべて完了しているもの。

29 税務事務の執行について

30 補助金・負担金等に係る事務の執行について

合計

26 生活保護事業に関する事務の執行について

27 市単費事業に関する事務の執行について

28 外郭団体の財務に関する事務の執行及び当該外郭団体の出納その他の事務の執行について

23 教育行政における取組み等について

24 水道事業の財務に関する事務及び経営に関する事業の管理について

25 公共資産（インフラ資産）の整備及び管理に係る財務に関する事務の執行及び事業の管理について

20 国民健康保険事業及び介護保険事業について

21 委託契約及び工事請負契約の事務の執行について

22 歳入の執行事務について

17 「公の施設」の管理運営について

18 八尾市立病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について

19 人件費にかかる財務事務について

次回以降に

対応する件数
（ｃ）-(d)

14
出資法人（4法人）の財務事務及び八尾市の4出資法人に対する出資金、委託料及び財政援助に関する
財務事務について

15 補助金の財務事務の執行について

令和元年7月20日まで

の対応済み件数(b)

今回対応分

(ｃ）=(a)-(b)

今回対応済みとなった件数

16 八尾市公共下水道事業及びその他の下水処理に関連する事業について

年度 監査の内容 結果意見の件数(a)

参考資料
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１． 令和２年１月 20日までに改善措置等を講じた事項 

【平成 27年度】市単費事業に関する事務の執行について 

（意見） ２件 

地方自治法第 252条の 38第２項に基づく意見に対する取り組み等について 

２．市単費事業 

（9）特定呼吸器疾病予防回復事業 

番号 所 管 課 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

1 健康推進課 活動指標の再設

定の必要性につ

いて 

支給者延人数を活動指標としており、その数が多
いほど活動指標が良くなるという設定になっている。
直近３年の評価はＤが継続しているが、市にとっても
社会にとっても罹患患者が減少することが望ましいと
いえる。そのため、例えば、支給者延人数の減少数
等を活動指標として設定し、毎年度、支給者の減少
数が多いほど活動指標が良くなるといったように、新
たな活動指標を設定すべきである。 

当該事業は現在、事業のあり方そのものにつ

いて見直しを進めており、活動指標の設定につ

いても引き続き検討を行っております。 

当該事業は、事業のあり方について検討を行

った結果、令和元年度末をもって事業を廃止する

結論に至りました。 

廃止に向けては、各関係機関に対し広報を実

施し、周知に努めました。 

 

（措置済み） 

2 健康推進課 事業廃止に向け

ての検討につい

て 

当該事業は、八尾市内在住で本市に住民登録を
している満 15 歳未満で気管支ぜん息等の罹患患者
に対して、奨励金支給要件（月に１回以上の入院ま
たは３日以上の通院）に該当する月に対して奨励金
（月額2,000円）を支給する事業であるが、一方、市に
は、医療機関等で診療や薬剤支給等を受けたときに
負担する保険診療（３割または２割負担）の自己負担
金から一部自己負担金（１つの医療機関につき１日 
500円を限度として、月２回まで）を控除した額が助成
される『子ども医療費助成制度』があり、その対象者
は当該事業の対象者と同一である。 
そのため、当該特定呼吸器疾病予防回復事業制

度を利用できる患者が、１つの医療機関のみの受診
となった場合、医療費の上限は月額 1,000円となる一
方、2,000 円の奨励金が支給されるため、負担額以
上に受領できることとなる。 
こども医療費助成制度により、患者並びに保護者

の経済的負担が軽減される状況に鑑みれば、厳しい
財政状況の中、より効率的、効果的な事務事業の執
行を踏まえ、将来的には事業廃止に向けて検討する
ことが望まれる。 

当該事業について、事業開始当初の時代背景

と現状の比較や、実施内容が実施目的の達成に

資する内容となっているか等について、現在、再

検証を進めており、事業廃止も視野に入れつつ、

見直しについて引き続き検討を行っております。 

当該事業は、事業のあり方について検討を行

った結果、令和元年度末をもって事業を廃止する

結論に至りました。 

廃止に向けては、各関係機関に対し広報を実

施し、周知に努めました。 

 

（措置済み） 
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【平成 28年度】外郭団体の財務に関する事務の執行及び当該外郭団体の出納その他の事務の執行について 

（意見）１件 

地方自治法第 252条の 38第２項に基づく意見に対する取り組み等について 

２．個別の外郭団体・団体所管課に対する意見 

（８）公益財団法人八尾市中小企業勤労者福祉サービスセンター 

番号 所管課・団体 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

1 共済センター 永年在会慰労引

当金計上額の見

積について 

永年在会慰労引当金の計上にあたっては、現在
のように一定の仮定のもと引当金繰入額を見積もる
のではなく、期末時点での引当金残高を見積もり、当
該見積額と支給による取崩後の引当金残高との差
額を繰入れる方法によるべきである。 
引当金残高の見積方法としては、現在の在会状況

から見込まれる将来の一定期間における支給予定
額に過去の実績から予測される退会率を反映させる
等共済センターの実態に見合った合理的な算定方法
を検討されたい。 

現在の在会状況から見込まれる将来の一定

期間における支給予定額に過去の実績から予測

される退会率を反映させるような算出方法を検討

しているところです。 

永年在会慰労引当金の計上にあたっては、他
市の事例等も参考に検討したところ、過去の実績
から予測される退会率を反映させる算出方法で
はなく、期末時点で会員の在会期間の人数分布
に応じた引当金残高を見積もり、当該見積額と支
給による取崩後の引当金残高との差額を繰入れ
する方法によることといたしました。 

 
（措置済み） 

 

【平成 29年度】税務事務の執行について 

（意見）２件 

地方自治法第 252条の 38第２項に基づく意見に対する取り組み等について 

（２）法人市民税 
番号 所 管 課 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

1 市民税課 税収確保の検討

について 

市の平成 22年度包括外部監査を受けて、法人市

民税の超過課税について検討を行った結果、見送ら

れた経緯がある。 

現状、法人税は税制改正に伴い、法人税率が引き

下げられる傾向にあり、このままではますます安定

的な税収確保が困難となっていくことが予想される。

そのため、一定程度の法人事業者への配慮は必要

であり、例えば、市として超過課税の導入に理解を得

られるような施策を打ち出すといったことは今後の検

討に値するのではないかと考えられる。こうした点も

思料したうえで、将来的な超過税率の適用可否につ

いて引き続き慎重に検討することが望まれる。 

「法人市民税均等割の制限税率適用に関する

検討会」の検討結果を踏まえ、引き続き慎重に検

討してまいります。 

「法人市民税均等割の制限税率適用に関する

検討会」の検討結果を踏まえ、慎重に検討した結

果、現時点においては「法人市民税均等割の超

過課税の導入を行うべきではない」との結論に至

りました。今後、社会状況の変化等、検討の必要

性が生じた場合には、改めて検討いたします。 

 

（監査の意見に対し検討を行った結果、市とし

ての判断により、対応方針を確定） 

 

（３）固定資産税・都市計画税 
番号 所 管 課 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

2 資産税課 地図情報システ

ムに係る委託業

課税客体を捕捉するための手段の一つとして、地

図情報システムによる航空写真を活用した調査を行

令和元年度（平成 31 年度）中に再調達の手続

きを行い、令和２年度から導入することとして、令

令和元年度に条件付一般競争入札を実施し、

落札者と委託契約を交わしました。 
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者選定について っているが、当該地図情報システムの毎年度のデー

タ更新、３年に１度の航空写真の撮影等は業者に委

託している。 

こうした調査は平成 12年度から実施されている

が、実施開始年度以降継続して同一の業者と随意契

約により業務委託している状況にある。 

上記のような業務の委託は、固定資産税に係る課

税客体の捕捉方法として、現在では一般的な手法と

なってきており、過去に比べるとデータ移行は比較的

容易な状況となってきている。このように、平成 12年

度当初の状況とは大きく変わっており、かつ、委託開

始から 16年が経過していることから、入札もしくはプ

ロポーザル方式による随意契約等により業者間の競

争性、公正性を確保するという観点から、随意契約

のあり方について見直しを検討すべきである。 

ただし、見直しに伴い、仮に新たな業者が選定さ

れることとなった場合には、システム入替え等に多大

な事務コストを要し、課税事務が滞るおそれもあるこ

とから、税務事務が滞らないように最大限、配慮する

ことが望まれる。 

和元年度（平成 31 年度）当初予算において、債

務負担行為に係る予算を計上しました。 

現在は調達に向けた事務手続きを進めており

ます。 

 

（措置済み） 

 

【平成 30年度】補助金・負担金等に係る事務の執行について 

（意見）11件 

地方自治法第 252条の 38第２項に基づく意見に対する取り組み等について 

その他の補助金・負担金等 
番号 所 管 課 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

1 財政課 補助金等チェック

リストの使用につ

いて 

市で定める「補助金等交付基準」では、補助金等

の評価について、「社会情勢の変化等を考慮し、補

助金等を交付すべきかどうか、あるいは、交付すべ

きであっても金額や補助率及び交付の終期等につい

ては、定期的（概ね３年ごと）に見直しを行う」と記載

されており、この見直しに使用するための「補助金等

チェックリスト」が作成されている。 

しかし、各課において、補助金等の評価の状況に

ついて、毎年有効性等の評価はしているが、「補助金

等チェックリスト」は使用されておらず、各補助金につ

いて、どのように評価を行ったのかがわかる記録は

残されていなかった。 

したがって、補助金の評価は「補助金等チェックリ

スト」を用いて定期的に実施し、各課で統一的な基準

に基づいた補助金等の評価を行うとともに、評価の

補助金等の有効性、効果性等については、行

政評価システムを活用し、実施計画ヒアリング等

を通じて評価を行い、予算編成においては「補助

金等交付基準」に基づき、金額の査定を実施して

おります。 

ご指摘いただいた「補助金等チェックリスト」に

ついては、「補助金等交付基準」作成時に活用し

たものでありますが、改めて「補助金等チェックリ

スト」の活用も含めた運用方法等につきまして検

討を行ってまいります。 

令和２年度予算編成において、現状の補助金

が「補助金等交付基準」に沿ったものであるかに

ついて検討を行ったうえで予算要求を行うよう、

予算説明会において基準の周知を図りました。 

また、その後、要求のあった補助金等は、その

有効性等について事務事業評価を踏まえた予算

査定を行いました。 

ご指摘の「補助金等チェックリスト」は、平成 11

年「補助金等交付基準」の作成時に活用したもの

であり、その後、活用しておりませんでしたが、各

チェック項目は、事務事業評価や予算編成過程

において活用が可能であるため、今後も事務事

業評価等でのチェックに加えて、基準の周知と基

準に基づく有効性等の評価を行うとともに、新規

の補助金創設時には、チェックリストの作成を事
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結果を事後的に確認することができるようにすべきで

ある。 

業担当課に求めて、必要性や有効性等の評価に

活用することとし、補助金等交付の更なる適正化

に努めてまいります。 

 

（措置済み） 

 

2 人権政策課 世界人権宣言八

尾市実行委員会

運営助成金につ

いて 

運営費として助成金を交付する以上、市としては

助成事業者に対し運営費助成額の削減努力を促す

責任があると考えらえる。ウェブ上で活動報告を継続

的に発信することは会員募集の一つの方法として有

用であると考えられるため、市として運営費助成対象

の「世人やお」が適時に活動報告を発信しているか

について、ホームページの内容確認等を通してモニ

タリングを実施すべきである。 

世界人権宣言八尾市実行委員会に対し、ホー

ムページを随時更新することにより活動報告を発

信するよう指摘を行いました。 

現在、委員会においてホームページ更新の準

備をしており、市としても、適正な助成金交付に

つながるよう、内容確認等のモニタリング等を実

施してまいります。 

世界人権宣言八尾市実行委員会に対し、ホー

ムページを随時更新することにより活動報告を発

信するよう指摘を行い、委員会においてホームペ

ージの更新が行われました。市としても、適正な

助成金交付につながるよう、内容確認等のモニタ

リング等を実施してまいります。 

 

（措置済み） 

 

3 地域福祉政策課 八尾市ボランティ

ア活動振興事業

補助金について 

 八尾市ボランティア活動振興事業補助金交付要綱

第５条において、補助対象経費が「ボランティア活動

の振興に関する事業全般に係る諸経費」という内容

にとどまっており、具体的な経費の内容が明確に定

められていない。 

交付要綱における補助対象経費の範囲が不明確

であると、誤解や拡大解釈等により交付要綱に定め

る補助対象経費とは異なる経費に対して補助金が申

請・交付されるおそれがあるため事業費と運営費ご

とに補助対象経費を区分することや、補助対象としな

い費用を明確にすること等を検討すべきである。 

本補助金は、事業補助であるため、事業費の

補助対象経費の範囲の明確化につきましては、

次年度の申請・交付に向け、要綱に対象経費を

明記するなど要綱改正を行ってまいります。 

本補助金は、事業補助であるため、事業費の

補助対象経費の範囲の明確化につきましては、

次年度の申請・交付に向け、要綱に対象経費を

明記するなど要綱改正を行いました。 

 

（措置済み） 

4 地域福祉政策課 八尾市権利擁護

推進事業補助金

について 

八尾市権利擁護推進事業補助金交付要綱第５条

において、補助対象経費が「権利擁護推進事業に係

る諸経費」という内容にとどまっており、具体的な経

費の内容が明確に定められていない。 

交付要綱における補助対象経費の範囲が不明確

であると、誤解や拡大解釈等により交付要綱に定め

る補助対象経費とは異なる経費に対して補助金が交

付されるおそれがあるため、範囲は交付要綱に明確

に記載すべきであり、事業費と運営費ごとに補助対

象経費を区分することや、補助対象としない費用を

明確にすること等を検討すべきである。 

本補助金は、事業補助であるため、事業費の

補助対象経費の範囲の明確化につきましては、

次年度の申請・交付に向け、八尾市権利擁護推

進事業補助金交付要綱に対象経費を明記するな

ど要綱改正を行ってまいります。 

本補助金は、事業補助であるため、事業費の

補助対象経費の範囲の明確化につきましては、

次年度の申請・交付に向け、要綱に対象経費を

明記するなど要綱改正を行いました。 

 

（措置済み） 

5 

 

地域福祉政策課 八尾市社会福祉

関係団体事務局

事業補助金につ

いて 

（１）八尾市社会福祉関係団体事務局事業補助金交

付要綱第５条において、補助対象経費が「社会福祉

関係団体の事務局事業に係る諸経費」という内容に

とどまっており、具体的な経費の内容が明確に定め

られていない。 

交付要綱における補助対象経費の範囲が不明確

であると、誤解や拡大解釈等により交付要綱に定め

本補助金は、事業補助であるため、事業費の

補助対象経費の範囲の明確化につきましては、

次年度の申請・交付に向け、要綱に対象経費を

明記するなど要綱改正を行ってまいります 

本補助金は、事業補助であるため、事業費の

補助対象経費の範囲の明確化につきましては、

次年度の申請・交付に向け、要綱に対象経費を

明記するなど要綱改正を行いました。 

 

（措置済み） 
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る補助対象経費とは異なる経費に対して補助金が交

付されるおそれがあるため、範囲は交付要綱に明確

に記載すべきであり、補助対象としない費用を明確

にすること等を検討すべきである。 

6 地域福祉政策課 八尾市社会福祉

関係団体育成事

業補助金につい

て 

（１）八尾市社会福祉関係団体育成事業補助金交付

要綱第６条において、補助対象経費が「会員の相談

事業、福祉活動の啓発、会員及び住民の福祉の増

進、その他市長が必要と認める経費」という内容にと

どまっており、具体的な経費の内容が明確に定めら

れていない。 

また、本補助金は市から社会福祉協議会に交付さ

れ、社会福祉協議会から各団体に補助金を交付して

いるが、社会福祉協議会における社会福祉団体助

成金交付要綱においても、市の交付要綱と同様の記

載となっている。交付要綱における補助対象経費の

範囲が不明確であると、誤解や拡大解釈等により交

付要綱に定める補助対象経費とは異なる経費に対し

て補助金が交付されるおそれがあるため、範囲は交

付要綱に明確に記載すべきであり、補助対象としな

い費用を明確にすること等を検討すべきである。 

本補助金は、事業補助であるため、事業費の

補助対象経費の範囲の明確化につきましては、

次年度の申請・交付に向け、要綱に対象経費を

明記するなど要綱改正を行ってまいります。 

本補助金は、事業補助であるため、事業費の

補助対象経費の範囲の明確化につきましては、

次年度の申請・交付に向け、要綱に対象経費を

明記するなど要綱改正を行いました。 

 

（措置済み） 

 

7 障がい福祉課 八尾市地域活動

支援センターIV

型補助金 

（１）補助対象事業「えぇショップいろどり」交付先の法

人の決算書を入手し、実績報告と決算書の整合性を

確認しなければ、実績報告において記載されるべき

ものが漏れなく計上されているかを確かめることがで

きない。さらに、決算書を入手することによって、交付

先に他の事業による多額の自己収入等がないか、ま

た資産の保有状況を把握することができ、補助金の

見直しにも有用な情報を得ることができる。よって、

交付要綱に決算書の提出を求める旨を定め、実績

報告との整合性を確認するべきである。 

また、平成 29年度の実績報告書と法人全体の決

算書とでいくつかの不整合が発見された。市は今回

の差異の要因を調査するとともに、定期的にいろどり

の現地調査を行い、帳簿の閲覧、経理状況等の確

認を実施し、経理状況を改善するよう指導を行うこと

が望まれる。 

実績報告の際には、法人決算書の提出も併せ

て行うことで調整しています。また、いろどりにつ

いては、経営状況を明確にするよう調整を進めて

おります。 

なお、平成29年度実績の法人決算との不整合

については、その原因を調査してまいります。 

法人決算書を入手し、実績報告書への記載誤

りであることを確認しました。今後、実績報告の

際には、法人決算書の提出も併せて行うこととい

たしました。 

 

（措置済み） 

 

8 健康推進課 八尾市献血推進

協議会助成金に

ついて 

八尾市献血推進協議会助成金交付要綱第４条に

おいて、助成対象経費が定義されているが、「協議会

が実施する献血思想の普及・啓発及びその推進活

動に係る経費」という内容にとどまっており、具体的

な経費の範囲が明確に定められていない。 

交付要綱における助成対象経費の範囲が不明確

であると、誤解や拡大解釈等により交付要綱に定め

る助成対象経費とは異なる経費に対して助成金が交

これまでの助成金に係る事業内容及び使途内

容の詳細を改めて確認するとともに、他の助成金

交付要綱等を参考にし、助成の対象科目及び対

象外費用の明確化に向けて検討を進めてまいり

ます。 

これまでの助成金に係る事業内容及び使途内

容を確認のうえ、要綱の改正を行いました。 

 

（措置済み） 
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付されるおそれがあるため、助成対象経費を勘定科

目ごとに明記することや、助成対象としない費用を明

確にすること等を検討すべきである。 

9 こども施設課 八尾市私立認定

こども園等運営費

補助金 

①私立認定こども

園等運営費補助

事業について 

ほとんどの事業者において補助基準額を超える保

育士の人件費を実績として報告してくる状況であるた

め、補助対象額と補助基準額を比較して少ない方の

額を交付するという判定が、あまり意味をなさないも

のとなっている。また、保育士の配置の仕方や実績

報告の記載の仕方等で補助基準額満額が交付され

る事業者と補助基準額に満たない額が交付される事

業者が存在することとなっているため、事業者間の

公平性の観点からも問題がある。 

以上のような問題点を解消するため、特別加配保

育士配置費と保育士配置基準改善費加算につい

て、補助要件を満たしている事業者に対しては、一律

で一定額の補助を行うことを検討すべきである。 

補助対象額が補助基準額を上回っている事業

者とそうでない事業者がある中で、補助対象額と

補助基準額を比較して低い方の額を交付すると

いう判定をしています。また、特別加配保育士の

人件費を補助するという性質上、補助額が定額

であると事業者によって実際の人件費に対して

補助に過不足が生じることとなるため、従来どお

りの補助金交付について、検討を行ってまいりま

す。 

本補助金の性質に鑑みて検討し、他市の状況

等も参考にした結果、従来どおり補助対象額と補

助基準額を比較して低い方の額を交付すること

が実態に即した効果的な補助金交付であると判

断いたしました。 

 

（監査の意見に対し検討を行った結果、市とし

ての判断により、対応方針を確定） 

10 子育て支援課 母子家庭等自立

支援事業補助金

について 

成果指標について、最終的に受給者の自立支援

につながっていることが確認できる指標を設定すべ

きである。具体的には、母子家庭等自立支援教育訓

練給付金、母子家庭等高等職業訓練促進給付金を

受給した者の就職率や就職件数、資格取得率等を

成果指標とすることが考えられる。 

まずは、事務事業評価における成果指標は現在

設定している成果指標を用いつつ、別途、所管課の

内部で就職率や就職件数、資格取得率等の指標を

測定し、受給者の自立支援につながっていることを

適切に把握すべきである。それにより、受給者の受

講後の状況を的確に把握し、今後の受講希望者へ

のアドバイスや相談対応、受講後のフォローアップ等

に役立てるべきである。 

今後、受給者の自立支援につながっていること

が確認できる就職率や就職件数、資格取得率等

の内部管理指標を設定します。 

上記アンケートで資格取得の有無やその後の

就労、就労収入の状況を調査し、母子家庭等自

立支援教育訓練給付金受給者の就職率や就職

件数、資格取得率等を把握し、その結果を内部

管理指標として設定するとともに、今後の受給者

への相談対応等にフィードバックし、効果的な給

付金の支給につなげてまいります。 

平成 30 年度に本補助金を受給した者に対し、

資格取得の有無や、その後の就労、収入の状況

を尋ねるアンケートを実施し、結果の取りまとめ

を行いました。 

その項目を内部管理指標とし、受講希望者へ

のアドバイスや相談対応、受講後のフォローアッ

プ等に活用いたしました。 

 

（措置済み） 

11 人権教育課 八尾市人権教育

研究連合協議会

に対する事業推

進補助金につい

て 

予算の使い切りが毎年度行われている現状にあっ

ては、予算額と実績額を合わせるために年度末の３

月において、翌年度以降に使用する物品を購入して

いること等が想定される。したがって、八尾市在日外

国人教育研究会、八尾市人権教育研究会ともに年に

１度は立ち入り調査を行い、本補助金をもって翌年度

以降に使用する物品を購入していないか等の観点で

確認を行うべきである。 

平成 30 年度に当該研究団体に対して指摘事

項に対して周知指導を行いました。 

また、本年度立ち入り調査を行い、購入物品

が目的に応じた適正な購入がなされているかの

確認を行う予定であります。 

平成 30 年度に当該研究団体に対して指摘事

項に対して周知指導を行いました。 

また、本年度には当該研究団体への立ち入り

調査を行い、目的に応じた適正な物品購入がな

されているかの確認を行いました。今後も同様の

確認を実施してまいります。 

 

（措置済み） 
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２．改善措置等に向け取り組み中の事項 

【平成 19年度】 人件費にかかる財務事務について 

（意見） 地方自治法第 252条の 38第２項に基づく意見に対する取り組み等について 

１．職員数 
番号 所 管 課 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

1 人事課 

行政改革課 

（１）定数管理 定員数は減少している一方、条例上の職員定数は

2,587 人に対し定員外職員（762 名）を含めると、3,184

人となる。 

定数外職員は、再任用短時間勤務職員、嘱託員、

非常勤嘱託職員、臨時的任用職員と、臨機に対応す

ることができる雇用形態となっている。また、正規の職

員に比べ給与水準は低く、人件費を抑えるメリットがあ

る。 

しかし、定数外職員を雇用することにより職員数が

増加すれば、人件費総額は増加し、条例上で定数を定

めている趣旨を損ないかねない。 

定員適正化計画では、定数内職員数の数値目標し

か設定されていないが、定数外も含めた職員数管理

目標を定めるとともに、定数内及び定数外職員全体

の人件費総額の目標を定め、進捗管理を行うよう改

めるべきである。 

定数外職員を任用する理由として、一時的な業

務繁忙、育児休業や病気休職等による職員代替

という不確定要素が多いものが多く、定数外職員

も含めた職員数の数値目標を定めることが難しい

状況ではありますが、持続可能な行財政運営を進

めるため、定数外職員を含めたトータルコストを意

識しながら、人件費総額抑制についての取り組み

の検討を進めております。 

また、会計年度任用職員制度の導入に向け、

準備を進めているところであり、定数外職員の現

況把握を行うとともに、適正な配置についても検

討してまいります。 

 

定数外職員を任用する理由として、一時的な業

務繁忙、育児休業や病気休職等による職員代替

という不確定要素が多いものが多く、定数外職員

も含めた職員数の数値目標を定めることが難しい

状況ではありますが、持続可能な行財政運営を進

めるため、定数外職員を含めたトータルコストを意

識しながら、人件費総額抑制についての取り組み

の検討を進めております。 

また、会計年度任用職員制度の導入に向け、

準備を進めているところであり、定数外職員の現

況把握を行うとともに、適正な配置についても検

討してまいります。 

 

 2 人事課  

行政改革課 

（２）職員配置 （市長部局) 

 現在、国の方針として4.6％以上の純減目標が掲げ

ており、八尾市もそれにならって職員配置を行ってい

る。 

 過去における職員配置の方法は、新規事業のため

に人員増の必要があった場合、それ以外の部に対す

る一律人員減で対応し人員を増やさない調整が行わ

れている。また、一時的な業務量の増加についてはア

ルバイトの採用、給与計算等の定型業務はアウトソー

シングするなど、条例で定められた定数を超えないよ

うに対応している。 

しかし、本来は現状の人員を前提に職員配置する

のではなく、各部局における業務内容や業務量等を

精査した上で必要な職員配置を検討すべきである。

一方で、各部局一律人員削減という手法ではなく、国

の方針を踏まえつつ、業務内容や業務量等に応じた

適切な人員配置を行なう必要がある。 

また、それを可能とするための取り組みの一環とし

て、八尾市で行うべき業務を八尾市の正職員が直接

行うことが相応しい業務とそれ以外の業務に大別し、

後者については業務内容によってアルバイトの雇用

令和元年度についても適切な人員配置を行う

ために、引き続き所属ヒアリング等を通じて、各部

局の業務繁忙の理由や状況を熟考し、定数外職

員の任用、任期付職員の採用、アウトソーシング

等について検討してまいります。 

また、持続可能な行財政運営を進めるため、事

業の実施主体と手法の見直しや、組織の適正管

理にかかる取り組みを進める中で、業務量の適正

化や多様な人材の活用、公民協働の推進等を検

討し、適切な職員配置のあり方を検討してまいり

ます。 

令和元年度についても適切な人員配置を行う

ために、引き続き所属ヒアリング等を通じて、各部

局の業務繁忙の理由や状況を熟考し、定数外職

員の任用、任期付職員の採用、アウトソーシング

等について検討してまいります。 

また、持続可能な行財政運営を進めるため、事

業の実施主体と手法の見直しや、組織の適正管

理にかかる取り組みを進める中で、業務量の適正

化や多様な人材の活用、公民協働の推進等を検

討し、適切な職員配置のあり方を検討してまいり

ます。 
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や業者へ外部委託する等の方法の一層の促進など

を検討すべきである。 

事務効率化の観点から「担当制」を導入している

が、現状、大半の課において担当制が導入されてい

ることから、各所属長はメリットが活かされるよう、リー

ダーシップの発揮が望まれる。 

さらに、各課長（所属長）には部単位あるいは課単

位における事業進捗と正職員及びアルバイトのそれ

ぞれにかかる人件費や委託料等、事業実施のための

人件費と代替コストのトータル管理が必要である。 

 一方、制度改正が頻繁に行なわれる部署において

は業務量の増加が見込まれるため人員の増加をせざ

るを得ないが、業務内容によっては費用対効果の観

点から当初から職員増で対応するのではなく、臨時職

員や外部業者への委託等の検討を行なうことは職員

配置を適切にするために必要と考える。 

２．給料、昇給及び人事評価 
番号 所 管 課 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

3 職員課 （１）給料 ③技能労務職給料表 

八尾市の技能労務職給料表は、行政職給料表（1）

に準じているため、国家公務員の場合と比べ、技能労

務職の給料が高く算定される。多くの地方公共団体に

おいて、国家公務員の行政職俸給表（2）が適用され

る職員の職務内容と各地方公共団体における技能労

務職では職務内容が異なる等の理由により、独自の

給料表を作成しており、八尾市においても同様であ

る。 

八尾市の給与水準は国に比べ高い傾向にあり、技

能労務職給料表の金額の引き下げ等適正な給与水

準について、検討する必要がある。 

国家公務員の行政職俸給表（２）の適用者は、

守衛、警備、用務員、自動車運転手、大工、電話

交換手、理容師、調理師などであり、本市の技能

労務職にある清掃作業や道路河川の維持補修の

ような業務はありません。また、職名が同じであっ

ても業務が全く同じであるとは言えない職があり、

単純に給料を比較することはできないと考えてお

ります。 

なお、初任給基準につきましては、平成21年度

から８号給引下げを実施し、平成24年度からさら

に４号給引下げを実施いたしました。在職する職

員につきましても、平成24年、平成25年の昇給時

においてそれぞれ２号給の抑制措置を実施いたし

ました。 

また、平成18年の給与構造改革による給料月

額の引下げに伴う経過措置としての現給保障額

につきましては、平成25年４月１日より段階的に引

き下げていくこととし、平成28年４月１日に完全廃

止いたしました。 

今後においても、国家公務員や府内各市の状

況も踏まえ、技能労務職の適正な給与水準につ

いて引き続き検討してまいります。 

 

 

国家公務員の行政職俸給表（２）の適用者は、

守衛、警備、用務員、自動車運転手、大工、電話

交換手、理容師、調理師などであり、本市の技能

労務職にある清掃作業や道路河川の維持補修の

ような業務はありません。また、職名が同じであっ

ても業務が全く同じであるとは言えない職があり、

単純に給料を比較することはできないと考えてお

ります。 

なお、初任給基準につきましては、平成21年度

から８号給引下げを実施し、平成24年度からさら

に４号給引下げを実施いたしました。在職する職

員につきましても、平成24年、平成25年の昇給時

においてそれぞれ２号給の抑制措置を実施いたし

ました。 

また、平成18年の給与構造改革による給料月

額の引下げに伴う経過措置としての現給保障額

につきましては、平成25年４月１日より段階的に引

き下げていくこととし、平成28年４月１日に完全廃

止いたしました。 

今後においても、国家公務員や府内各市の状

況も踏まえ、技能労務職の適正な給与水準につ

いて引き続き検討してまいります。 
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３．手当 
番号 所 管 課 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

4 人事課 （１）期末手当 

・勤勉手当 

ア）勤勉手当の支給額の算定方法 

勤勉手当は、勤務成績に応じて支給するが、勤勉手

当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って

定める割合を乗じて得た額とし、勤勉手当基礎額に

72.5/100を乗じて得た額の総額を超えてはならないと

されている（再任用職員については別途規定）。実際

は、懲戒処分等の処分がされない限り、上限額まで一

律に支給がなされ、勤務成績に応じて支給するという

勤勉手当の趣旨を反映したものとはなっていない。人

事評価制度を管理職から順次導入しているが、給料、

勤勉手当への反映はさせていない。評価結果を勤勉

手当の支給率に連動させ、職員のモチベーションの向

上に努めるべきである。     

人事評価については、平成21年度から管理職だ

けではなく、監督職・一般職へ拡大し、平成22年度

から係長職に実績評価を加え、平成28年度から部

長級にも拡大し、職員の人材育成を目的に継続実

施しています。勤勉手当への反映については、職

員の不公平感の解消とモチベーション高揚という観

点からも引き続き検討を進めております。 

人事評価については、平成21年度から管理職だ

けではなく、監督職・一般職へ拡大し、平成22年度

から係長職に実績評価を加え、平成28年度から部

長級にも拡大し、職員の人材育成を目的に継続実

施しています。勤勉手当への反映については、職

員の不公平感の解消とモチベーション高揚という観

点から、現在の評価制度を見直し、人事給与制度

全般への活用について、検討を進めております。 

 

 

【平成 23年度】教育行政における取組み等について 

（意見） 地方自治法第 252条の 38第２項に基づく意見に対する取り組み等について 
２．学校規模の適正化について 
番号 所 管 課 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

1 教育政策課 小規模校の適正

化について 

小規模校が存在する中で、地理的条件等を考慮し

て監査人が再編可能であると考える学校園は次のと

おりであり、規模の経済を享受しうる方策として検討

すべきである。また、中学校が主体となって地域活動

を実施するなどの地域性や、建替よりも建設費用が

抑えられるなど効率性の観点から小中一貫校とする

ことが考えられる。次の2つのモデルでは（Ⅰ地区、

Ⅱ地区）、幼稚園及び保育所も再編するモデルを想

定している。 

 
 
地区 学校園名 

Ⅰ地区 A中学校 

B小学校 

C小学校 

近隣の市立幼稚園 

Ⅱ地区 D中学校 

E小学校 

F小学校 

近隣の市立保育所 

高安中学校区における施設一体型小・中学校

については、保護者、地域住民の代表等により

構成する「高安中学校区における施設一体型小・

中学校 開校準備会」での検討を受け、新校校舎

棟・体育館棟の耐震補強工事及び改修工事等の

整備事業を進め、平成 28 年４月に開校いたしま

した。平成 31 年４月からは義務教育学校に移行

し、「高安小中学校」となりました。 

また、桂中学校区については、平成 26 年５月

より保護者、地域住民代表、小中学校長と協議

を進めており、今後、中学校区の将来像等につ

いて、引き続き検討してまいります。 

なお、他の中学校区については、平成 22 年度

の「八尾市立小・中学校適正規模等審議会」の答

申に基づき、それぞれの中学校区の児童・生徒

数等の動向を注視しつつ、地理的条件や地域

性、効率性等、様々な観点を考慮しながら、引き

続き検討してまいります。 

高安中学校区における施設一体型小・中学校

については、保護者、地域住民の代表等により

構成する「高安中学校区における施設一体型小・

中学校 開校準備会」での検討を受け、新校校舎

棟・体育館棟の耐震補強工事及び改修工事等の

整備事業を進め、平成 28 年４月に開校いたしま

した。平成 31 年４月からは義務教育学校に移行

し、「高安小中学校」となりました。 

また、桂中学校区については、平成 26 年５月

より保護者、地域住民代表、小中学校長と協議

を進めており、今後、中学校区の将来像等につ

いて、引き続き検討してまいります。 

なお、他の中学校区については、平成 22 年度

の「八尾市立小・中学校適正規模等審議会」の答

申に基づき、それぞれの中学校区の児童・生徒

数等の動向を注視しつつ、地理的条件や地域

性、効率性等、様々な観点を考慮しながら、引き

続き検討してまいります。 
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これら２つのモデルケースにおいては、各学校の

地域性などは考慮していないため、これらを考慮した

学校規模の適正化計画を策定したうえで、関係者間

の合意形成を図っていくことが望まれる。 

なお、各学校園の建物のうち最も古い建物の建築

年度の翌年度から起算して60 年後に建て替えること

を仮定しているが、建替時期は単に築年数で決まる

わけではないことにも留意が必要である。 

２つのモデルケースについて、小規模校のままそ
れぞれで運営する場合に発生する施設投資額の合
計額は 21,519 百万円に上る。 

 

【平成 26年度】生活保護事業に関する事務の執行について 

（意見） 地方自治法第 252条の 38第２項に基づく意見に対する取り組み等について 

１．生活保護事業の実施体制 
番号 所 管 課 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

1 人事課 より適切な生活
保護事業執行の
ための体制整備
について 

大阪府の訪問調査基準回数に準拠した訪問を実
施できていない等、人員不足が市の生活保護事業の
執行にとって制約となっている。 
市は、長期的にケースワーカーと査察指導員の増

員を、当面は面接指導員やアルバイトの増員等、人
員体制の整備を図ることが必要である。 

平成 30 年４月に生活支援課を設置し、生活福

祉課と業務の切り分けを行い、職員数についても

精査してきたところですが、現状では不足してい

る状況です。長期的には採用計画に基づき、適

正なケースワーカーと査察指導員の配置を実施

し、当面は適正な面接指導員やアルバイトの配

置を実施し、人員体制の整備を図ってまいりま

す。 

平成 30 年４月に生活支援課を設置し、生活福

祉課と業務の切り分けを行い、職員数についても

精査してきたところですが、現状では不足してい

る状況です。長期的には採用計画に基づき、適

正なケースワーカーと査察指導員の配置を実施

し、当面は適正な面接指導員やアルバイトの配

置を実施し、人員体制の整備を図ってまいりま

す。 

 

【平成 27年度】市単費事業に関する事務の執行について 

（意見） 地方自治法第 252条の 38第２項に基づく意見に対する取り組み等について 
１．事務事業の評価の仕組み 
番号 所 管 課 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

1 政策推進課 事務事業評価の

「効率性」の観点

における評価方

法について 

事務事業評価の評価内容コメントにて直接人件費
や間接人件費に関する記載がなく、人件費を含めた
フルコストに関して実際に評価されていない。 
現在は、フルコストの概念については参考取組み

であるため、当該概念を「効率性」の評価の仕組みに
取り入れていないとのことであるが、より効果的な効
率性評価を実施するためにも、事業実施にはどれだ
けのコストがかかっているのかを各所属にさらに意
識させ、フルコストの概念を包含した評価を行うべき
である。 

評価観点のうち、効率性評価を行う上で、直接

事業費だけでなく、間接事業費・直接人件費・間

接人件費を意識したフルコストの概念を包含した

評価の仕組みの構築について、引き続き検討し

てまいります。 

評価観点のうち、効率性評価を行う上で、直接

事業費だけでなく、間接事業費・直接人件費・間

接人件費を意識したフルコストの概念を包含した

評価の仕組みの構築について、引き続き検討し

てまいります。 

2 政策推進課 事務事業の従事

職員数の入力に

行政評価システムにおいて、各事務事業における
従事職員数の入力については毎年７月に１度のみ実

平成 30 年度の事前評価より、平均人件費単

価を役職ごとに設定するようシステムの改修を実

平成 30 年度の事前評価より、平均人件費単

価を役職ごとに設定するようシステムの改修を実
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ついて 施されている。そのため、直接人件費と間接人件費
の実績値は、計画時における従事職員数をもとに計
算されている状況にある。実際の事務事業が進んで
いく過程において、当初の従事割合と異なる割合で
事業が行われるケースもあることから、実態に合った
直接人件費及び間接人件費を計算するため、事後
評価時に実績ベースでの従事職員数を入力すること
を検討すべきである。 

施し、各事業の評価に資するより精緻なフルコス

トの算出を可能としました。令和 2 年度の事前評

価についても、引き続き機能を活用し精緻なフル

コスト算出による事前評価に取り組んでまいりま

す。 

また、事後評価については、第６次総合計画

の方向性を踏まえた行政評価の仕組みの見直し

と合わせ検討してまいります。 

 

施し、各事業の評価に資するより精緻なフルコス

トの算出を可能としました。令和 3 年度の事前評

価についても、引き続き機能を活用し精緻なフル

コスト算出による事前評価に取り組んでまいりま

す。 

また、事後評価については、第６次総合計画

の方向性を踏まえた行政評価の仕組みの見直し

と合わせ検討してまいります。 

 

（18）公園・緑地整備事業 

番号 所 管 課 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

3 みどり課 総合計画におけ

る目標値に基づく

活動指標の設定

について 

活動指標として｢公園整備面積｣、｢市民１人当たり
公園面積｣、｢市の面積に占める公園面積の割合｣を
利用しているが、平成 26 年度において｢公園整備面
積｣については計画値を大幅に達成しているにも関
わらず、総合計画における目標値を各年度に按分す
ることで設定している｢市民１人当たり公園面積｣、
｢市の面積に占める公園面積の割合｣については計
画値を達成していないという指標間における評価の
不整合が生じている。適切に事務事業の実施状況を
評価し、中長期にわたり計画的な公園整備を進める
ため、｢公園整備面積｣についても総合計画における
目標値を各年度に按分し計画値を設定することを検
討すべきである。 
また、市民１人当たり公園面積、市の面積に占め

る公園面積の割合については特例市間比較指標で
あるが、市では他の特例市における平成 26 年度の
同指標を入手していない。他の特例市における同指
標を入手のうえ、比較・分析することで総合計画にお
ける目標値を設定することを検討すべきである。 

適切に事務事業の実施状況を評価し、中長期

にわたり計画的な公園整備を進めるため、第７期

実施計画の策定における「公園整備面積」の目

標値については、総合計画における目標値を各

年度に按分した計画値を設定いたしました。 

（措置済み） 

また、次期総合計画における目標値の設定に

ついては、「市民１人当たり公園面積」、「市の面

積に占める公園面積の割合」の指標のあり方も

含めた検討を進めてまいります。 

適切に事務事業の実施状況を評価し、中長期

にわたり計画的な公園整備を進めるため、第７期

実施計画の策定における「公園整備面積」の目

標値については、総合計画における目標値を各

年度に按分した計画値を設定いたしました。 

（措置済み） 

また、次期総合計画における目標値の設定に

ついては、「市民１人当たり公園面積」、「市の面

積に占める公園面積の割合」の指標のあり方も

含めた検討を進めてまいります。 

 

（22）学校園安全対策推進事業 

番号 所 管 課 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

4 教育政策課 安全対策推進員

の配置業務の評

価指標及び業務

の実施方法につ

いて 

学校園安全対策推進事業では、シルバー人材セ
ンター等に委託し、各学校園に安全対策推進員の配
置を行っているが、現在の活動指標に安全対策推進
員の評価に関する指標が設定されていない。 
平成 26 年度の当該事業の決算額について、事業

費に占める委託料の割合は８割を超えており、予算
や決算における金額的重要性に応じて安全対策推
進員の活動時間等も活動指標として設定することが
必要である。 
また、安全対策推進員の配置は、一律シルバー人

材センター等への委託で行われているが、他自治体
では、有償ボランティアや専門の警備会社への委託

第７期実施計画の策定において、適切な評価

指標の設定を検討し、「機械警備及び巡回」を指

標から削除した上で、「安全対策推進員配置率」

を設定いたしました。 

（措置済み） 

また、事業の実施方法については、現行はシ

ルバー人材センター等への委託によることとして

おりますが、府下各市等他市の実施状況や地域

の意見等も踏まえ、地域との連携による実施等、

他の手法による実施の可能性について、引き続

き検討を行ってまいります。 

第７期実施計画の策定において、適切な評価

指標の設定を検討し、「機械警備及び巡回」を指

標から削除した上で、「安全対策推進員配置率」

を設定いたしました。 

（措置済み） 

また、事業の実施方法については、現行はシ

ルバー人材センター等への委託によることとして

おりますが、府下各市等他市の実施状況や地域

の意見等も踏まえ、地域との連携による実施等、

他の手法による実施の可能性について、引き続

き検討を行ってまいります。 
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という形で実施されている事例もある。参画と協働の
まちづくり推進度という観点からは、ＰＴＡや地域ボラ
ンティアが活動に参画する度合いを高めていくととも
に、有償ボランティアや専門の警備会社への委託に
おけるメリット・デメリットを整理し、実施方法につい
て、より３Ｅ（経済性、効率性、有効性）を考慮した検
討を行うべきである。 

（23）図書館サービスの充実事業 

番号 所 管 課 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

5 八尾図書館 公設図書館の運

営方法の検討に

ついて 

より効率的かつ効果的な図書館運営を行っていく
には、他自治体の公設図書館の取組みを参考とする
とともに、民間事業者のノウハウも積極的に取り入れ
ていくことも重要である。 
市は平成 27 年度に開設した龍華図書館において

指定管理者制度を導入した。市直営施設において
は、指定管理者のノウハウを研究し、より良い取組み
は吸収していくとともに、現在の龍華図書館の運営
状況や利用者の評価を踏まえて検証した上で、効果
が高いとなれば、他の３図書館においても指定管理
者による運営について引き続き検討されたい。 

より効率的かつ効果的な図書館運営を行って

いくにあたり、龍華図書館以外の３館のうち特に

山本図書館・志紀図書館における指定管理者制

度の導入については、国や他の自治体の動向に

注視しながら、龍華図書館の第１期、第２期の指

定管理期間での運営状況や利用者の評価等を

踏まえて、検証してまいります。 

より効率的かつ効果的な図書館運営を行って

いくにあたり、龍華図書館以外の３館のうち特に

山本図書館・志紀図書館における指定管理者制

度の導入については、新やお改革プラン実行計

画に基づき、龍華図書館における指定管理者に

よる管理運営状況や導入により見込まれる効果

について検証し、効果が見込まれる場合に指定

管理者制度の導入を行います。 

（30）帰国・外国人児童生徒受入等支援事業 

番号 所 管 課 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

6 人権教育課 活動指標の計画

値や実績値の見

直しについて 

帰国・外国人児童生徒受入等支援事業では、「日
本語指導等の派遣時間数」を活動指標の一つとして
いるが、実績値が計画値を大きく上回っている状況
が続いている。 
市教育委員会は、日本語指導が必要な児童生徒

数が年々増加していることに加えて、計画値を設定し
た当初は言語介助員を派遣する事業が別事業として
実施されており、日本語指導補助員等を派遣した時
間のみを基礎として見積もっていたが、言語介助員
の活動時間も含めたため、実績よりも低い数値にな
っていた、と説明している。しかし、実績数値の測定
方法は「日本語指導補助員・支援員を派遣した時間」
とされており、言語介助員の活動時間を実績値に含
めるべきではなく、新たに言語介助員の派遣が事業
に追加されたのであれば、別途活動指標を追加する
か、実績数値の測定方法に言語介助員の活動時間
を追加すべきと考える。 
活動指標の達成状況は事務事業評価を行う際の

重要な指標の一つになることから、計画数値の設定
方法や実績数値の測定方法を明確に定義するととも
に、事業内容に変化があった場合には随時、計画数
値の設定方法や実績数値の測定方法を見直すべき
である。 

当該指標の実績数値の測定方法に言語介助

員の活動時間を含めるか否か、別途活動指標を

追加するかについて、引き続き検討を進めていま

す。 

実績数値の測定方法・計画値・実績値につい

て整合性をとる形で、次期総合計画に反映できる

よう、見直しを進めてまいります。 

当該指標の実績数値の測定方法に言語介助

員の活動時間を含めるか否か、別途活動指標を

追加するかについて、引き続き検討を進めていま

す。 

実績数値の測定方法・計画値・実績値につい

て整合性をとる形で、次期総合計画に反映できる

よう、見直しを進めてまいります。 
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【平成 28年度】外郭団体の財務に関する事務の執行及び当該外郭団体の出納その他の事務の執行について 

（意見） 地方自治法第 252条の 38第２項に基づく意見に対する取り組み等について 
２．個別の外郭団体・団体所管課に対する意見 

（１）やおコミュニティ放送株式会社 

番号 所管課・団体 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

1 やおコミュニティ

放送 

中期計画の策定

について 

メディアの多様化により、ＦＭ放送の地域における
役割を捉え直す必要がある。すなわち、コミュニティＦ
Ｍを主体とした現在の会社の存在意義や事業をあら
ためて見直し、新たな役割や取組について検討する
ことが求められている（例えば、観光協会等との連携
を強化し、市の文化施設や観光資源等のＰＲに関す
る情報サービスの実施等）。 
したがって、具体的な繰越損失の解消計画や人員

計画のみならず、将来の新たなビジョンや経営戦略
も定めた中期計画を策定すべきである。 

放送出力の増力工事等による難聴地域の改

善や頻発する自然災害への対応など、コミュニテ

ィ FM としての取組を踏まえつつ、新たな役割や

取組を含めた今後の営業方針の検討を行い、将

来の新たなビジョンや経営戦略も定めた中期計

画の策定に向け、具体的な検討を進めてまいり

ます。 

放送出力の増力工事等による難聴地域の改

善や頻発する自然災害への対応など、コミュニテ

ィ FM としての取組を踏まえつつ、新たな役割や

取組を含めた今後の営業方針の検討を行い、市

の方針との整合性をとりながら、将来の新たなビ

ジョンや経営戦略も定めた中期計画の策定に向

け、具体的な検討を進めてまいります。 

（２）公益財団法人八尾市国際交流センター 

番号 所管課・団体 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

2 国際交流センタ

ー 

中期計画の策定

について 

自立した法人運営を実現するために、法人の方向
性を検討し、市からの委託事業を受ける、法人独自
の事業を検討する等の法人運営の具体的な方針を
策定すべきである。 
また、各事業への目標参加人数や、新たな事業へ

の取組に対応するための人員計画等を定めた中期
計画を策定し、これに基づいて事業運営すべきであ
る。 
なお、中期計画の策定にあたっては、市の国際交

流及び多文化共生に関する事業との連携を図る必
要がある。 

公益財団法人としての役割の明確化と独自性

が求められていること、また、八尾市多文化共生

推進計画との整合性を図る観点から、平成 28 年

度第４回理事会（平成 29 年３月開催）を経て、大

枠の事業について明記した中期計画（平成 29 年

度～32 年度）を策定いたしました。この中期計画

をもとに、各事業への目標参加人数等も定めまし

た。 

（措置済み） 

また、新たな事業への取組に対応するための

人員計画等については、所管課と協議のもと検

討を進めてまいります。 

公益財団法人としての役割の明確化と独自性

が求められていること、また、八尾市多文化共生

推進計画との整合性を図る観点から、平成 28 年

度第４回理事会（平成 29 年３月開催）を経て、大

枠の事業について明記した中期計画（平成 29 年

度～32 年度）を策定いたしました。この中期計画

をもとに、各事業への目標参加人数等も定めまし

た。 

（措置済み） 

また、新たな事業への取組に対応するための

人員計画等については、所管課と協議のもと検

討を進めてまいります。 

3 文化国際課 事業モニタリング

の実施時期及び

方針について 

外郭団体の事業実施状況等に関して、改善や方
針転換を行うには適時にモニタリングを実施し、必要
に応じて外郭団体との協議を行うことが必要である
ため、現在年に１回実施している事業モニタリングに
ついて実施時期を増やすとともに、決算終了後速や
かに実施すべきである。 
また、事業モニタリングは翌年度以降の実施事業

の内容にもつながる重要な事項であるため、評価方
針を定めるとともに、評価結果を法人と共有し、翌年
度以降の事業計画の見直しに活かすなどの評価結
果の活用方針を定める必要がある。 

事業モニタリングの実施を決算後速やかに実

施しましたが、評価結果を次年度の事業計画の

立案へ活用することや実施時期を増やすまでに

は至りませんでした。実施手法については、引き

続き検討してまいります。 

事業モニタリングの実施を決算後速やかに実

施しましたが、評価結果を次年度の事業計画の

立案へ活用することや実施時期を増やすまでに

は至りませんでした。実施手法については、引き

続き検討してまいります。 
 

 

4 国際交流センタ

ー文化国際課 

補助金のあり方

について 

平成 27 年度の補助金交付にあたっては、事業費
については補助対象経費が明確になっていないな
ど、具体的な積算根拠がなく、人件費の全額及び事

補助金交付要綱の見直しにより、事業費の補

助対象経費を明確にし、具体的な積算に基づき

補助金を交付するように改めました。 

補助金交付要綱の見直しにより、事業費の補

助対象経費を明確にし、具体的な積算に基づき

補助金を交付するように改めました。 
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業費の一部が交付されている。 
事業費については補助対象経費を明確にしたうえ

で補助金の積算を具体的に行い、補助金の必要性
について再検討すべきである。特に人件費の中で
も、管理人件費については外郭団体での自主性を持
った運営を確保するためにも、将来的には委託事業
の増加等、補助金以外の財源によって賄うことを検
討すべきである。 

（措置済み） 

人件費補助については、市の方針等を踏ま

え、今後のあり方を検討してまいります。 

（措置済み） 

人件費補助については、市の方針等を踏ま

え、今後のあり方を検討してまいります。 

（３）公益財団法人八尾市文化振興事業団 

番号 所管課・団体 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

5 文化振興事業団 法人全体の中期

計画等の策定に

ついて 

文化会館及び生涯学習センターのそれぞれにつ
き、今後の施設の運営方針等を作成しているが、法
人全体の中期計画や運用方針等は作成されていな
いため、各施設の実施事業のみにとらわれず、法人
の方向性や新規の事業展開等も見据えた法人全体
としての経営計画を作成することが必要である。 
また、各施設の専門性の確保と少人数での組織

編成の課題は理解するが、法人全体としての組織運
営風土の醸成のために、文化会館と生涯学習センタ
ー間のさらなる人事交流も検討されたい。 

施設間の人事交流については、従前から、必

要に応じて監督職クラスからスタッフ職までの施

設間の異動を行っており、平成 30 年度について

は、施設間で中堅スタッフ職各１名ずつの人事異

動を実施しました。今後も組織及び施設活性化

のため、引き続き実施してまいります。 

（措置済み） 

法人の方向性や新規の事業展開等も見据え

た法人全体としての経営計画につきまして、検討

してまいります。 

施設間の人事交流については、従前から、必

要に応じて監督職クラスからスタッフ職までの施

設間の異動を行っており、平成 30 年度について

は、施設間で中堅スタッフ職各１名ずつの人事異

動を実施しました。今後も組織及び施設活性化

のため、引き続き実施してまいります。 

（措置済み） 

法人の方向性や新規の事業展開等も見据え

た法人全体としての経営計画につきまして、指定

管理者施設運営事業の状況を踏まえつつ、検討

してまいります。 
6 文化国際課 経営状況に関す

る意見交換の実

施頻度について 

外郭団体の経営状況に関して、経営改善や方針
転換を行うには適時に経営状況を把握し、必要に応
じて協議を行うことが必要である。そのため、現在年
に１回実施している法人全体の収支状況の把握につ
いても実施頻度を増やし、外郭団体の経営状況をよ
り適時に把握し、必要に応じて協議をすべきである。 

外郭団体の経営状況をより適時に把握するた

めに、指定管理業務に関するモニタリングとのバ

ランスをとりながら、適時意見交換を実施する手

法について検討してまいります。 

外郭団体の経営状況をより適時に把握するた

めに、指定管理業務に関するモニタリングとのバ

ランスをとりながら、適時意見交換を実施する手

法について検討してまいります。 

 

（４）社会福祉法人八尾市社会福祉協議会 

番号 所管課・団体 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

7 社会福祉協議会 社会福祉協議会

独自の中期計画

の充実について 

市と社会福祉協議会の中長期計画として、市地域
福祉計画等が策定されているが、市と共同の中長期
計画であるため、社会福祉協議会自身の将来像に
ついては明確になっていない部分がある。 
社会福祉協議会独自の中期計画の策定は、法人

の将来の姿をめざすための計画であり、目標を掲
げ、そこに向かって事業を展開していくためのもので
あり、羅針盤となるものである。また、法人職員にお
いても動機づけになるものである。 
中期計画としては、①法人の設立目的や役割から

どのような事業をどの程度の規模で実施するか、②
計画を実現するにはどのような人員体制を整備する
のか、③計画に基づいた法人の収支がどのようにな
るのか、についての記載が必要である。 
①実施事業の規模に関しては、社会福祉協議会

社会福祉協議会（以下「本会」という。）では、
地域福祉活動計画を本会の中長期計画（計画期
間 10 年）として位置づけ、かつ５年毎に見直しを
行うことで社会的な変化への対応も行っていま
す。 
なお、この活動計画は本会が市の地域福祉計

画と一体的に策定したものでありますが、今回の
包括外部監査での指摘を受け、次回作成時には
本会独自の計画として位置づけるとともに、事業
の実施規模等の検討を行います。 
なお、人員体制については職員採用計画に基

づいて職員体制の充実を図るべく努めておりま
すが、今後とも十分市と協議を行い、計画的な採
用に努めます。 
また、法人収支については、本会の財政的安

社会福祉協議会（以下「本会」という。）では、
地域福祉活動計画を本会の中長期計画（計画期
間 10 年）として位置づけ、これに基づき、事業の
実施やその規模について検討していました。しか
し、次期計画（令和 2 年度策定）においては、市
が策定する「第４次地域福祉計画」の理念を踏ま
え、別計画として、策定することで、本会の中長
期の取り組み方向や事業内容をより明確に示せ
るよう改善します。 
また、人員体制や財政見通しの記載方法につ

きましては、計画と合わせて検討を行い、明確に
示してまいります。 
なお、検討に当たっては、上記の本会独自の

計画に基づき、職員採用を計画的に行い、体制
の充実に努めます。同様に、法人財政について
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は公共性と民間団体としての自主性を併せもつとい
う性格を有しているため、その役割を踏まえた事業を
展開することが求められる。例えば、小地域ネットワ
ーク活動事業や自主性のある地域貢献事業並びに
会員に密着した事業等をどの程度の規模で展開する
かの計画を充実させる必要がある。 
また、②人員体制の整備に関しては、計画事業を

実施するための専門性を持った人材を確保すること
が求められる。専門性のある人材確保については職
員採用計画を策定しているが、社会福祉協議会の年
齢構成は 30 歳代以下に集中しており、特に 40 歳代
以上の中堅幹部職員が不足している状態であり、不
均衡な年齢構成が当面続く計画となっている。 
さらに、③法人の収支に関しては、市地域福祉計

画等には、事業の実施回数や利用者数などの目標
数値の記載はあるが、事業収支や法人全体の収支
見込は記載されておらず、将来的にどのような財源
を確保し、どのような収支で事業展開を図っていくの
か不透明な部分がある。 
上記の３点を踏まえ、市と事業の収支や財源確保

について協議しながら、社会福祉協議会独自の中期
計画の充実を検討されたい。 

定を図るため、会員会費をはじめとした独自の財
源確保に努めます。 

 

も、計画に基づき、本会の財政的安定を図り、会
員会費をはじめとした独自の財源確保に努めま
す。 

 

（５）公益社団法人八尾市シルバー人材センター 

番号 所管課・団体 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

8 シルバー人材セ

ンター 

高齢介護課 

事務所の整備に

必要な資金の確

保について 

シルバー人材センターは、経年劣化による事務所
の老朽化が著しいこと、事業拡大とともに手狭になっ
ていることから、建て替えを含めた整備を検討してお
り、「特定費用準備資金等取扱規程」に従い整備に
必要となる資金として平成 27 年度より５年間にわた
り年間 16,000 千円ずつ計上する計画としているが、
現状としては整備の方法や工事費総額、市との負担
関係について決まっていない。 
整備の方法や市との負担関係についての市と協

議をできるだけ早急に進めて、シルバー人材センタ
ーとして整備に必要な資金を計画的に確保するため
に、どれだけの資金の確保が必要なのかを見積も
り、計画的に資金を計上していくべきである。 

シルバー人材センターは、事務所建設準備資
金積立資産として、平成 27年度から平成 30年度
の４年間で 49,804千円の積み立てを行いました。
整備に必要な資金を計画的に確保するため、整
備の在り方や資金計画について市と協議を行い
ながら、引き続き、計画的な資金計上を行ってま
いります。 
市としては、事務所の老朽化に伴う、建て替え

を含めた整備の在り方について、市の公共施設
マネジメントの考え方とシルバー人材センターが
作成する資金計画等の内容を踏まえシルバー人
材センターと協議を行ってまいります。 

シルバー人材センターは、事務所建設準備資
金積立資産として、平成 27年度から平成 30年度
の４年間で 49,804千円の積み立てを行いました。
整備に必要な資金を計画的に確保するため、整
備の在り方や資金計画について市と協議を行い
ながら、引き続き、計画的な資金計上を行ってま
いります。 
市としては、事務所の老朽化に伴う、建て替え

を含めた整備の在り方について、市の公共施設
マネジメントの考え方とシルバー人材センターが
作成する資金計画等の内容を踏まえシルバー人
材センターと協議を行ってまいります。 
 

9 高齢介護課 補助金のあり方

について 

市は、「八尾市高年齢者労働能力活用事業補助

金交付要綱」に基づき、シルバー人材センター職員

の人件費の約 70％相当の補助金をシルバー人材セ

ンターへ交付しており、その額は近年逓増している。 

シルバー人材センターの法的位置づけや役割が
あるとはいえ、市から独立した法人であり、会費や受
取事務費などの自主財源があるので、シルバー人材
センター職員の人件費についても可能な範囲で自主

補助金の支給のあり方については、人件費に

対する補助金割合のみによるのではなく、シルバ

ー人材センターの独自事業や市の施策と連携し

た取り組みに対する支援の在り方などを考慮しな

がら、引き続き、検討を行ってまいります。 

補助金の支給のあり方については、人件費に

対する補助金割合のみによるのではなく、シルバ

ー人材センターの独自事業や市の施策と連携し

た取り組みに対する支援の在り方などを考慮しな

がら、引き続き、検討を行ってまいります。 
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財源によって賄うことが求められる。 
シルバー人材センターの自立した運営を促進する

ため、シルバー人材センターの財政状態等を勘案
し、補助割合など補助金の支給のあり方について継
続的に検討を進めていくべきである。 

（７）一般社団法人八尾市観光協会 

番号 所管課・団体 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

10 観光協会 中期計画の策定

について 

観光協会では、現在中期計画が策定されていない
が、中期計画は中期的な運営の指針となるものであ
り、これに基づき計画的に事業運営することが安定
的な事業の継続に繋がる。 
観光協会としての中期的な運営方針を明確化し、

自立した団体運営を実現するために、会員数や観光
案内所への来訪者数等の目標指標や、運営体制の
強化のための人員計画等を定めた中期計画を策定
し、これに基づいて事業運営することが望まれる。 
また、中期計画の策定にあたっては、「八尾市観

光振興プラン」等の市の観光に関する施策との連携
を図ることを検討されたい。 

 「八尾市観光振興プラン」の施策内容と連携し

た、会員数や観光案内所への来訪者数等の目

標指標や、運営体制の強化のための人員計画

等を定めた中期計画の策定に向けて、検討を進

めております。 

今年度、市において、情報発信のあり方も含

めて、今後の八尾市の観光の取り組みについて

の方向性を打ち出すことになっており、観光協会

の中期計画とも整合を図る必要があることから、

再度上程案の見直しに取り組んでまいります。 

 「八尾市観光振興プラン」の施策内容と連携し

た、会員数や観光案内所への来訪者数等の目

標指標や、運営体制の強化のための人員計画

等を定めた中期計画の策定に向けて、検討を進

めております。 

 今後、市において、情報発信のあり方も含め

て、これからの八尾市の観光の取り組みについ

て方向性を打ち出すことになっていること、令和３

年度からの次期八尾市観光振興プランの策定に

向けた検討を行っていくことなどから、改めて観

光協会の中期計画とも整合を図る必要があり、

再度上程案の見直しに取り組んでまいります。 

（９）八尾シティネット株式会社 

番号 所管課・団体 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

11 八尾シティネット 中期計画の策定

について 

施設の老朽化が進行しており、今後の更新費用の
増加が見込まれ、それに対応した収入の獲得も必要
となるが、設立当初より料金改定は実施しておらず、
また、職員の高齢化も進行していることから、今後自
転車駐車場管理・運営業務を継続させていくために
も、中期計画の策定を検討すべきである。 
計画の策定に当たっては、団体が課題として認識

している人材育成、施設の老朽化、料金改定、自転
車駐車場のＩＣＴ化への対応方針について検討された
い。また、今後の市における交通計画も踏まえた効
果的かつ効率的な中期計画を策定できるよう、所管
課と協力することが望まれる。 

施設の更新、執行体制（人員配置）、新たな投

資計画等を盛り込んだ中期計画の策定作業の一

環として平成 29 年度自転車駐車場現況調査を

行い、その報告内容により、老朽化対策の優先

度が高い近鉄八尾駅東自転車駐車場、JR 志紀

駅南自転車駐車場の改修工事等に着手、完了

いたしました。 
今後も交通対策課と情報共有を図りながら、

人材育成、料金改定、ＩＣＴ化等への対応方針に

ついても検討を行い、中期計画の策定に向け検

討を進めてまいります。 

 

施設の更新、執行体制（人員配置）、新たな投

資計画等を盛り込んだ中期計画の策定作業の一

環として平成 29 年度自転車駐車場現況調査を

行い、その報告内容により、老朽化対策の優先

度が高い近鉄八尾駅東自転車駐車場、JR 志紀

駅南自転車駐車場の改修工事等に着手、完了

いたしました。 
今後も交通対策課と情報共有を図りながら、

人材育成、料金改定、ＩＣＴ化等への対応方針に

ついても検討を行い、中期計画の策定に向け検

討を進めてまいります。 

 

（11）公益財団法人八尾市文化財調査研究会 

番号 所管課・団体 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

12 文化財課 外郭団体のあり

方の再検討につ

いて 

外郭団体方式、市直営方式どちらにもメリット・デメ
リットがあるが、現状でも市の出捐割合は大きく、文
化財調査研究会に対して指導的な役割を担っている
ため、今後のあり方については市が判断すべきもの
と思われる。 
しかし、判断根拠として市は歴史や文化財を保護

していくための全体的な方針が必要となり、その中で

「八尾市歴史資産のまち‘やお’推進のための

基本的な考え方」を策定し、本市の歴史資産の

保存と活用を図るための考え方を示しました。こ

の歴史資産の保存と活用を推進するため、市の

文化財保護行政における文化財調査研究会の

役割や位置づけを、長期的な視野に立って組織

のあり方の再検討を進めているところです。 

「八尾市歴史資産のまち‘やお’推進のための

基本的な考え方」を策定し、本市の歴史資産の

保存と活用を図るための考え方を示し、また、新

やお改革プラン実行計画において文化財調査研

究会のあり方を見直すこととしており、市の文化

財保護行政における文化財調査研究会の役割

や位置づけについて、長期的な視野に立って組
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文化財調査研究会のあり方を位置づけ、長期的な視
野に立った判断を行うべきである。 
したがって、市は歴史や文化財を保護していくため

の基本的な方針を策定し、市独自の文化財保護行
政のあり方を検討するとともに、文化財調査研究会
のあり方を再検討すべきである。 

織のあり方の再検討を進めているところです。 

 

 

 

13 文化財調査研究

会 

文化財調査研究

会における中期

計画の策定につ

いて 

平成 27 年度末の文化財調査研究会の年齢構成
は最も若い常勤職員が 40 歳代前半であり、主に 40
歳代、50 歳代の職員で構成されている。「常勤職員
の新規採用が 20 年間ない」とのことであり、事業継
続における大きな課題となっている。 
文化財調査研究会は独自に中期計画を策定する

ことは難しいとしているが、市と協議しながら市の歴
史や文化財を保護するための体制づくりを積極的に
働きかけて、人員採用計画等も含めた中期計画を策
定することを検討されたい。 

文化財調査研究会が独自に中期計画を策定

することは難しいため、市と協議しながら、市の

歴史や文化財を保護するための文化財調査研

究会の役割や体制を定め、人員採用計画等も含

めた中期計画の策定について検討してまいりま

す。 

市において、市と文化財調査研究会との役割

を整理することとされており、その動向を踏まえ、

市の歴史や文化財を保護するための文化財調

査研究会の役割や体制を定め、人員採用計画等

も含めた中期計画の策定について検討してまい

ります。 

 

【平成 29年度】税務事務の執行について 

（意見） 地方自治法第 252条の 38第２項に基づく意見に対する取り組み等について 

（１）個人市民税 
番号 所 管 課 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

1 市民税課 減免要件の対象

範囲について 

八尾市市税条例施行規則第６条第１項第５号に規

定されている内容について、担当者からは「公的援

助を受ける者に対する減免について、要綱や内規等

で運用している自治体はあるかもしれないが、具体

的な事由を条例や規則で明示している自治体は少な

い。」との回答を得ている。 

そこで、大阪府下の自治体の税条例及び税条例

施行規則を閲覧し、同種の内容の実際の制定状況

を調べたところ、明示されているのは中河内地域の

柏原市及び東大阪市のみであった。 

自治体によって規模や財政、政治状況等に差異

はあるが、現状の市の減免事由や減免割合につい

て近隣あるいは同規模自治体と比較することは、そ

のあり方を検討する参考になると考えられる。この

点、担当者からは「今後、改めて減免に関する調査

を実施する予定である。」との回答を得ている。 

上記の調査結果を基に、比較分析を行い、市の減

免事由や割合を将来的に見直すための参考とするこ

とを検討されたい。 

他市町村の減免状況に関する調査を実施し、

税制改正による令和３年度課税分の個人所得課

税見直しに伴う影響も踏まえて、引き続き調査結

果の比較分析を進めてまいります。 

他市町村の減免状況に関する調査を実施し、

税制改正による令和３年度課税分の個人所得課

税見直しに伴う影響も踏まえて、引き続き調査結

果の比較分析を進めてまいります。 

 



- 18 - 

- 18 - 

（３）固定資産税・都市計画税 
番号 所 管 課 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

2 資産税課 公衆浴場に係る

固定資産税の減

免について 

市は平成10年に減免規定を改定したが、以降、現

在まで見直しは行われていない。しかしながら、例え

ば、大阪市においては、市税の減免措置全般につい

て、①減免措置という財政支援の効果について検証

されたことがない、②予算に組み込まれない減免措

置は透明性が低い、といった指摘を背景に見直しを

行い、その中で公衆浴場減免については、減免率を

引き下げたうえで継続としつつ、一定期間経過ごとに

減免の要否を検討することとされている。また、大阪

市以外にも同様の見直しを検討している自治体があ

る。 

こうした他の自治体の事例に照らせば、市におい

ても公衆浴場減免のあり方を検討することの意義は

あると考えられ、減免規定を見直す必要性につい

て、改めて検討されたい。 

固定資産税の減免については、必要に応じて

不定期に検討、見直しを行い、改定が必要と判

断したものについては、随時改定を行ってまいり

ましたが、公衆浴場減免については、今後の社

会情勢の変化等を注視し、また、他市の検討状

況の情報を収集し、必要性、減免割合等につい

て、引き続き、検討してまいります。 

固定資産税の減免については、必要に応じて

不定期に検討、見直しを行い、改定が必要と判

断したものについては、随時改定を行ってまいり

ましたが、公衆浴場減免については、今後の社

会情勢の変化等を注視し、また、他市の検討状

況の情報を収集し、必要性、減免割合等につい

て、引き続き、検討してまいります。 

 

 

【平成 30年度】補助金・負担金等に係る事務の執行について 

（監査の結果） 地方自治法第 252条の 37第５項に基づく監査の結果に対する措置について 

【その他の補助金・負担金等】 
番号 所 管 課 項     目 監査の結果（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針  

1 生涯学習スポー

ツ課 

八尾市文化芸術

芸能祭助成金に

ついて 

八尾市文化芸術芸能祭助成金交付要綱第 15条

第１項では、毎年５月末日までに関係書類を提出す

ることを求めている一方で、第２項では会計年度終了

後 30日以内、つまり４月末日までに関係書類を提出

することを求めており、矛盾が生じている。 

交付要綱は矛盾のないように修正することが必要

である。 

八尾市文化芸術芸能祭助成金交付要綱第 15

項第１項及び第２項について、矛盾のないように

要綱改正を検討しているところです。 

 

八尾市文化芸術芸能祭助成金交付要綱第 15

条第１項及び第２項については、事業終了後 30

日以内に報告しなければならないと要綱改正し、

令和２年度より施行予定です。 

 

（意見） 地方自治法第 252条の 38第２項に基づく意見に対する取り組み等について 
番号 所 管 課 項     目 意見の内容（要旨） R1.7.20 までの取組等の内容と改善の方針 R2.1.20までの取組等の内容と改善の方針 

1 コミュニティ政策

推進課 

 

地域福祉政策課 

 

高齢介護課 

 

人権政策課 

概算払いの理由

の明確化につい

て 

八尾市補助金交付規則第 19条（以下、「交付規

則」という）では、補助金の交付目的を達成するため

又は補助事業の性質上、事業の完了前に補助金を

交付する必要があると市長が認めた場合に限って、

「概算払い」を認めている。しかし、現状では、概算払

いの理由の明確化がなされておらず、交付規則に即

した運用がなされているか確認できない状態であっ

た。 

 概算払いにつきましては、交付決定の起案を行

う際に、概算払いの必要性について、理由の記

載や根拠などを明確化し、上席者による承認の

証跡が確認できるよう交付決定の起案に明記す

る、あるいは、交付要綱において概算払いの規

定を設けるといった対応を進めております。 

概算払いにつきましては、交付決定の起案を

行う際に、概算払いの必要性について、理由の

記載や根拠などを明確化し、上席者による承認

の証跡が確認できるよう交付決定の起案に明記

する、あるいは、交付要綱において概算払いの

規定を設けるといった対応を順次進めておりま

す。 
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障がい福祉課 

 

健康推進課 

 

こども施設課 

 

産業政策課 

 

生涯学習スポー

ツ課 

 

人権教育課 

概算払いは交付規則上、あくまでも例外的な取扱

いとされていることに鑑み、概算払いにより補助金を

交付する場合、概算払いの根拠及び理由を明確化

し、それが交付規則に照らして適切なものであるかを

検討し、上席者が承認した証跡が確認できるように

すべきである。 

 

【概算払い支出の補助金一覧】 

 

・八尾市自治振興委員会補助金 

・八尾市小地域ネットワーク活動推進事業補助金 

・八尾市高齢クラブ活動助成金 

・一般財団法人八尾市人権協会運営費助成金 

・世界人権宣言八尾市実行委員会運営助成金 

・人権擁護委員八尾地区委員会補助金 

・八尾市市民活動支援基金事業助成金 

・社会福祉法人八尾市社会福祉協議会運営費補

助金 

・八尾市日常生活自立支援事業補助金 

・八尾市ボランティア活動振興事業補助金 

・八尾市権利擁護推進事業補助金 

・八尾市民生委員児童委員協議会事業補助金 

・八尾市社会福祉関係団体事務局事業補助金 

・八尾市社会福祉関係団体育成事業補助金 

・八尾市地域福祉推進基金事業助成金（地域福

祉分野） 

・八尾市障がい者団体育成事業補助金 

・八尾市地域福祉推進基金事業助成金（障がい福

祉分野） 

・八尾市地域活動支援センターⅣ型補助金 

・八尾市街かどデイハウス事業運営補助金 

・八尾市献血推進協議会助成金 

・八尾市私立認定こども園等運営費補助金 

・八尾河内音頭まつり振興会補助金 

・一般社団法人八尾市観光協会運営補助金 

・中小企業振興対策補助金 

・八尾市文化芸術芸能祭助成金 

・八尾市ＰＴＡ協議会運営補助金 

・八尾市人権教育研究連合協議会に対する事業

推進補助金 

2 コミュニティ政策

推進課 

八尾市校区まち

づくり交付金につ

いて 

現状、校区まちづくり協議会の活動に対する支援

としての校区まちづくり交付金と、まちづくり協議会を

構成する団体の、独自の活動に対する補助金制度

がそれぞれ存在し、手続きもそれぞれで発生してい

平成 30 年度に実施しました「校区まちづくり協

議会あり方検討会議」において、校区まちづくり

協議会の役割、校区まちづくり交付金を用いた活

動の留意点、活動の進め方及び持続性を高める

平成 30 年度に実施しました「校区まちづくり協

議会あり方検討会議」において、校区まちづくり

協議会の役割、校区まちづくり交付金を用いた活

動の留意点、活動の進め方及び持続性を高める
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る状況があり、地域に対する補助金の交付ルートが

複数存在することで、校区ごとにトータルとしてどれ

だけの金額の補助金が交付されているのか、また、

アウトプットとしてどれだけの活動がされたのかという

検証が困難になっている。 

校区まちづくり交付金に移行可能な補助金等を統

合することや、構成団体の地域活動に対する補助金

については、既に一定の整理はされているものの、

校区まちづくり協議会で実施する性質の事業と、各

構成団体で実施する性質の事業をより明確に区分す

る基準・考え方等を全庁的な取り組みとして各課で整

理し、より客観的な効果検証と事務の効率化につな

げることが必要である。 

運営等について検討を行い、検討結果の報告書

を作成しました。また、令和元年５月には、校区ま

ちづくり協議会連絡会において報告書の説明を

行い、構成団体が連携し校区住民等が地域力を

結集することの重要性等を周知しました。 

 「第３期わがまち推進計画」の策定にあわせ、

上記検討会議の結果を踏まえ、校区まちづくり交

付金について、各構成団体の事業の性質も考慮

したうえで、校区まちづくり協議会の自主性を高

め、地域での様々な活動の促進につながるよう

検討を行ってまいります。 

運営等について検討を行い、検討結果の報告書

を作成しました。また、令和元年５月には、校区ま

ちづくり協議会連絡会において報告書の説明を

行い、構成団体が連携し校区住民等が地域力を

結集することの重要性等を周知しました。 

 「第３期わがまち推進計画」の策定にあわせ、

上記検討会議の結果を踏まえ、校区まちづくり交

付金について、各構成団体の事業の性質も考慮

したうえで、校区まちづくり協議会の自主性を高

め、地域での様々な活動の促進につながるよう

検討を行ってまいります。 

3 危機管理課 八尾市防犯灯整

備補助金につい

て 

現状、校区まちづくり協議会交付金と、各構成団

体の独自の活動に対する補助金制度がそれぞれ存

在し、地域に対する補助金に複数ルートが存在する

ことで、校区ごとにトータルとしてどれだけの金額の

補助金が交付されているのか、また、アウトプットとし

てどれだけの活動がされたのかという検証が困難に

なっている。 

本補助金については、八尾防犯協議会は各町会

に対する補助金の配分の取りまとめを担っているも

のであり、必ずしも八尾防犯協議会として実施する性

質のものというわけではない。そのため、地域に対す

る補助金として、校区まちづくり協議会で実施する事

業とより明確に区分する基準、考え方等を全庁的な

取り組みとして整理することが望まれる。 

4 危機管理課 八尾市防犯灯電

気料金等補助金

について 

八尾市防犯灯電気料金等補助金は、八尾市防犯

灯整備補助金と同様に、地域に対する補助金とし

て、校区まちづくり協議会で実施する事業とより明確

に区分する基準、考え方等を全庁的な取り組みとし

て整理することが望まれる。 

5 高齢介護課 八尾市高齢クラ

ブ活動助成金に

ついて 

 

平成 29年度において、市は連合会事業実績報告

書については、添付資料である「平成 29年度高齢ク

ラブ連合会補助金対象経費明細（決算）」の金額を決

算書と確認しているが、高齢クラブについては高齢ク

ラブ連合会の取りまとめた「単位高齢クラブ事業の状

況」の一覧を入手しているのみで、この資料の対象

経費の支出額と関係帳簿及び証拠書類との確認は

実施していない状況であった。平成 29年度までは一

律の金額の助成金を交付していたが、平成 30年度

からは助成金の金額の決定に実支出額が影響してく

るため、実績報告書に記載の数値が正しいか確認す

ることが重要である。したがって、高齢クラブから実

数クラブを抽出して、関係帳簿及び証拠書類

の提出を求め実績報告書との確認作業を行いま

す。 

 

数クラブを抽出して、関係帳簿及び証拠書類

の提出を求め実績報告書との確認作業を行いま

す。 
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績報告書の提出を受ける際、関係帳簿や証拠書類

の提出も受け、実績報告書の記載内容の確認を行う

べきである。 

6 コミュニティ政策

推進課 

八尾市市民活動

支援基金事業助

成金について 

 本助成金の交付実績額は減少傾向にあり、直近３

年間は100万円未満であるが、市職員の年間関与時

間は 800時間と多くかけられている。 

 市の職員の関与時間は、その間別の業務をするこ

とができなかったことになるため、内部的なコストとし

て認識すべきものである。現状の交付実績では、市

職員の年間関与時間及び審査員への報酬に対し

て、事業としての効果は低いと考えられる。事業を実

施する場合には、その費用対効果も勘案し、事業内

容を検討することや事業にかける時間数等の判断を

行うべきである。 

本助成金は、事業への助成を通じて、団体の

自立・発展・継続につながる組織基盤強化を図

り、単年度の事業で終わらないよう、団体の育成

支援を目的としており、平成 28年度にはコースの

新設、助成回数の制限引き上げを行い、より効

果的に目的が達成されるように内容を改定しまし

た。 

交付にあたっては事前相談、申請書類による

事業内容及び経費審査を行い、公開プレゼンテ

ーションを経て審査会で決定します。交付後も、

当該交付団体に対して継続的な支援を実施して

おります。関与時間の縮減について、中間支援

組織「つどい」の事前相談及び継続的な支援につ

いての関与を増やすことにより、市職員の関与が

縮減できるよう検討してまいります。 

本助成金は、事業への助成を通じて、団体の

自立・発展・継続につながる組織基盤強化を図

り、単年度の事業で終わらないよう、団体の育成

支援を目的としており、平成28年度にはコースの

新設、助成回数の制限引き上げを行い、より効

果的に目的が達成されるように内容を改定しまし

た。 

交付にあたっては事前相談、申請書類による

事業内容及び経費審査を行い、公開プレゼンテ

ーションを経て審査会で決定します。交付後も、

当該交付団体に対して継続的な支援を実施して

おります。関与時間の縮減について、中間支援

組織「つどい」の事前相談及び継続的な支援につ

いての関与を増やし、市職員の関与縮減につい

て進めております。 

7 地域福祉政策課 八尾市民生委員

児童委員協議会

事業補助金につ

いて 

 補助基準額について、直近の見直し時期であった

平成 21年から少子高齢化や児童虐待等、住民の課

題が複雑化・多様化し、社会情勢は一定変化してい

ると考えられるため、現状の把握及び分析を実施の

上、要綱の見直しを実施すべきである。 

 その際、見直しに関する検討記録を残し、上席者が

検討結果の妥当性を確認すべきである。それによ

り、担当者が異動となった場合でも、検討記録を参考

として効果的かつ効率的な検討が図られるものと考

えられる。 

補助金要綱の見直しに向け、民生委員児童委

員活動の現状の把握及び分析を行いつつ、他市

状況等の調査や関係機関との調整を進めていま

す。 

補助金要綱の見直しに向け、民生委員児童委

員活動の現状の把握及び分析を行いつつ、他市

状況等の調査や関係機関との調整を進めていま

す。 

8 地域福祉政策課 八尾市社会福祉

関係団体事務局

事業補助金につ

いて 

（２）本補助金の成果指標は定められていないが、補

助金等交付基準[３]定期的な見直しにおいて、「社会

情勢の変化等を考慮し、補助金等を交付すべきかど

うか、あるいは交付すべきであっても金額や補助率

及び交付の終期等については、定期的（概ね３年ご

と）に見直しを行う。」とされており、「補助金等チェッ

クシート」が定められている。本補助事業は社会福祉

関係団体事務局に係る経費について補助するもので

あり、適切十分な成果指標を定めることは困難であ

るかもしれないが、補助金等チェックシートの内容

（趣旨や目的に公益性があるか、社会的な必要度が

あるか、補助金等交付先の状況など）を確認し、評価

すべきである。 

本補助事業は社会福祉関係団体事務局に係

る経費について補助するものであり、定量的指標

を定めることが困難であるため、定性的指標を検

討し、本補助金事業の評価を行ってまいります。 

本補助事業は社会福祉関係団体事務局に係

る経費について補助するものであり、定量的指標

又は定性的指標の検討を行い、本補助金事業の

評価を行ってまいります。 
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9 地域福祉政策課 八尾市社会福祉

関係団体育成事

業補助金につい

て 

（２）本補助金に直結する成果指標が定められていな

い現在の状況においては、本補助金の適切な評価

は実施できないと考えられる。「補助金等交付基準」

の[３]定期的な見直しにおいて、「社会情勢の変化等

を考慮し補助金等を交付すべきかどうか、あるいは

交付すべきであっても金額や補助金率及び交付の終

期等については、定期的な見直しを行う。」とされて

おり、「補助金等チェックシート」が定められている。

本補助事業は社会福祉関係団体の公益的事業が円

滑に実施され、もって住民福祉の向上に寄与するこ

とを目的とした補助金であり、適切十分な成果指標を

定めることは困難であるかもしれないが、補助金等チ

ェックシートの内容を確認し、評価し、継続・廃止を含

めた補助金の見直しを実施し、その記録を残すべき

である。 

本補助事業は社会福祉関係団体の公益的事

業が円滑に実施され、もって住民福祉の向上に

寄与することを目的とした補助金であり、定量的

指標を定めることが困難であるため、定性的指標

を検討し、本補助金事業の評価を行ってまいりま

す。 

また、補助金の交付継続や金額等定期的な見

直しについては、昨年度、検証した結果、１団体

について、補助金交付対象から外し、要綱の改

正を行いました。 

本補助事業は社会福祉関係団体の公益的事

業が円滑に実施され、もって住民福祉の向上に

寄与することを目的とした補助金であり、定量的

指標又は定性的指標の検討を行い、本補助金事

業の評価を行ってまいります。 

また、補助金の交付継続や金額等定期的な見

直しについては、昨年度、検証した結果、１団体

について、補助金交付対象から外し、要綱の改

正を行いました。 

 

10 障がい福祉課 

 

八尾市障がい者

団体育成事業補

助金について 

 

（１）八尾市障害者団体育成事業補助金交付要綱第

６条において、補助対象経費が「会員の相談事業、

福祉活動、会員及び住民の障害福祉の増進、その

他市長が認める経費」という内容にとどまっており、

具体的な経費の内容が明確に定められていない。ま

た、本補助金は市から社会福祉協議会に交付され、

社会福祉協議会から各団体に補助金を交付している

が、社会福祉協議会における社会福祉団体助成金

交付要綱においても、市の交付要綱と同様の記載と

なっている。 

補助対象経費の定めが不明確であることから、会

議費や総会費、役員に係る交通費等、管理費に相当

すると思われる部分へも補助が行われている団体が

発見されており、市及び社会福祉協議会では、補助

対象としない経費が含まれていないか検証を徹底す

ることが望まれる。検証にあたっては、社会福祉協議

会が実施した調査結果を入手するとともに、市でも各

団体の実績報告を調査し、サンプルで請求書等の根

拠書類を入手したうえで、補助対象経費であるか否

かの検討を実施すべきである。 

社会福祉協議会及び各補助対象団体には、

改めて補助対象経費の説明を行うとともに、市に

おいても各団体の実績報告を調査するなど、対

象経費であるか否かの検討を行うことで調整を

進めております。 

また、補助対象経費の定めが不明確であるこ

とについては、市の補助金交付要綱を改正する

とともに、社会福祉協議会における社会福祉団

体助成金交付要綱についても改正をするよう調

整する予定としております。 

社会福祉協議会及び各補助対象団体には、

改めて補助対象経費の説明を行うとともに、市に

おいても各団体の実績報告を調査するなど、対

象経費であるか否かの検討を行うことで調整を

進めております。 

また、補助対象経費の定めが不明確であるこ

とについては、市の補助金交付要綱を改正する

とともに、社会福祉協議会における社会福祉団

体助成金交付要綱についても改正をするよう調

整する予定としております。 

 

11 

12 

障がい福祉課 八尾市地域活動

支援センターIV

型補助金 

（２）自己収入が少なく、財政的基盤の弱い団体の事

業費を補助するという本補助金の性質上、いろどり

の正味財産が増加傾向にある現在の状況からは、

補助金の交付額の妥当性につき検討することが必要

である。 

妥当な補助金額という点では、現在の要綱に定め

られている補助対象経費の総額と上限 600万円のう

ち少ない方とするのではなく、補助対象経費の総額

から自己収入を控除した後の金額と上限 600万円の

法人には、補助金の目的と性質を説明し、今

後、補助事業自体の見直しや、補助額を補助対

象経費から自己収入を控除した金額とすること等

を調整してまいります。 

法人には、補助金の目的と性質を説明し、今

後補助額を補助対象経費から自己収入を控除し

た金額とすること等で調整しました。 
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うち少ない方とすること等が考えられる。 

（３）本補助金の交付金額は 600万円と高額であり、

これを一括で概算払いにより交付することには、一時

的な資金の流用のリスクがある。具体的な交付回数

及び時期については、補助事業者の経済的実態と

交付事務の効率性を考慮して決定されるべきではあ

るが、いろどりの業務遂行のために補助金全額を一

括で交付する必要性は認められないため、四半期ご

ともしくは半期ごとに分けて補助金を交付すべきであ

る。 

補助金交付については、補助金を分割で支払

うことや、分割の回数等について調整を進めてま

いります。 

補助金交付について、補助金を分割で支払う

ことや、分割の回数等について調整しました。 

 

13 高齢介護課 八尾市高年齢労

働能力活用事業

補助金について 

本補助金の補助対象経費に事業費以外の管理費

（例えば役員報酬）も含まれており、実態にあった名

称になっていない。要綱の名称は実態を示す名称に

すべきである。 

本補助金要綱の名称につきましては、補助金

の支給のあり方の検討と合わせて、見直しを行う

こととします。 

本補助金要綱の名称につきましては、補助金

の支給のあり方の検討と合わせて、見直しを行う

こととします。 

 

14 

15 

高齢介護課 八尾市街かどデ

イハウス事業運

営補助金につい

て 

（１）実地調査において、任意の月の帳簿等の記載内

容が正しいことを、出納簿を領収書との照合等により

検証しているが、実施時期は１月から２月であり、年

度末終了後に実施されるものではないため、事業実

績報告書の記載内容の検証を実地調査で実施する

ことは不可能である。 

したがって、履行確認時に、補助金交付先の領収

書を入手し、それらと事業実績報告書に記載の収支

額を照らし合わさなければ、実績報告が正しくなされ

ているかを確認することができない。よって、交付要

綱に事業実績報告等の添付資料として領収書を提

出する旨を定め、市は、事業実績報告書との整合性

を確認するべきである。 

平成 31年２月に街かどデイハウス事業者に対

して、実績報告において今後、領収書の提出が

必要な旨を説明し、年度末には提出する様説明

しました。 

 街かどデイハウス事業者に対して、令和２年１

月実施の実地指導及び３月実施予定の集団指

導において、令和元年度の実績報告書提出時に

補助金にかかる領収書の提出が必要な旨を再

度、説明したうえで、提出時に実績報告書との整

合性について確認するよう対応を進めておりま

す。 

 

（２）延べ利用者数は減少傾向にあり、現状では街か

どデイハウス事業が有効に実施されているかどうか

は判断できない。延べ利用者数に併せ、例えば、利

用者の自立率を成果指標として、本事業の有効性を

評価すべきである。 

また福祉の担い手の確保が困難な中、街かどデイ

ハウスは重要な地域資源であると考えられる。他市

においては、総合事業の通所型サービスＢに段階的

移行をしている自治体がある。市においては、街かど

デイハウスを総合事業に位置づける場合、①通所型

サービスＡ、②通所型サービスＢ、③一般介護予防

事業として実施することが考えられるとのことである。

総合事業の通所型サービスＡあるいはＢに位置づけ

た場合の街かどデイハウス運営面における影響等も

勘案しながら、「第７期八尾市高齢者保健福祉計画

及び介護保険事業計画」の計画期間（平成 30～32

年度）中に、街かどデイハウス事業のあり方について

街かどデイハウス事業については、地域に根

付いた貴重な地域資源であり、それを活かしなが

ら住民サービスが提供できるよう他市の状況を

参考に、本事業の有効性及び総合事業の通所

型サービスを踏まえた事業の在り方を検討してい

きます。 

街かどデイハウス事業については、地域に根

付いた貴重な地域資源であることから、本事業の

有効性及び総合事業の通所型サービスを勘案し

た事業の在り方を検討するため、令和２年１月の

実地指導時には、事業者に対してヒアリングを実

施し、現状や課題を踏まえたうえで事業の見直し

検討を進めているところです。 
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検討を進められているが、他市の状況も参考にし、

通所型サービスへの移行の計画的実施を検討すべ

きである。 

16 

17 

高齢介護課 八尾市高齢者ふ

れあい入浴事業

助成金について 

（２）八尾市ふれあいの湯交流事業補助金交付要綱

及び八尾市高齢者ふれあい入浴事業助成金交付要

綱において、具体的な経費の内容が明確に定められ

ていない。 

交付要綱における補助対象経費の範囲が不明確

であると、誤解や拡大解釈等により交付要綱に定め

る補助対象経費とは異なる経費に対して補助金が交

付されるおそれがあるため、補助対象経費の範囲は

交付要綱に明確に記載すべきであり、事業費と運営

費ごとに補助対象経費を区分することや、補助対象

としない費用を明確にすること等を検討すべきであ

る。 

ふれあいの湯交流事業補助金交付要綱及び

ふれあい入浴事業助成金交付要綱において、補

助対象経費の範囲を明確に記載するための要綱

の改定を検討しております。 

令和２年３月にふれあい入浴事業助成金交付

要綱を廃止し、ふれあいの湯交流事業補助金交

付要綱の改正において、補助対象経費の範囲を

明確に記載する予定です。 

（３）本事業は健康増進及びコミュニケーションの場の

提供に一定の寄与をしているとも思えるが、お風呂

がない家庭、貧困世帯への支援ではないため、緊急

性も低く、制度設計当初から市民のニーズ及び組合

の役割が変化していると考えられる。 

限られた財源の中、福祉施策を維持するために

は、福祉施策の中でも何が必要か精査し、今後のあ

り方を検討すべきである。 

ふれあい入浴事業及びふれあいの湯交流事

業について、今後のあり方について浴場組合と

の協議を重ね、検討していきます。 

本市では高齢者福祉施策としての「通いの場」

の充実に取り組んでおり、限られた財源の中で、

事業の必要性を精査した結果、高齢者ふれあい

入浴事業を廃止し、公衆浴場でレクリエーション

や健康相談などを行い、地域住民の「通いの場」

として活用する事業に注力することを検討してお

ります。 

18 青少年課 八尾市放課後児

童クラブ事業補

助金について 

現在、月ごとの放課後児童クラブの利用料を徴収

しており、月途中で退所した児童がいる場合、日割計

算を行い、退所した日数分の利用料を利用者に返還

している。しかし、日割り計算をする場合、事務が煩

雑となり、一定の事務コストが発生している。今後、

更なる民間事業者の参入が期待され、補助金額も増

加することが見込まれる。このような状況で利用料の

日割返還を民営施設に求めることとした場合、その

事務コストに対応する補助金が必要となる。 

このことから、公営の施設も民営の施設も月の中

途で退室した児童の月額利用料は返還しない取り扱

いとすることを検討すべきである。なお、月の中途で

退所した児童の月額利用料を返還しない場合は、月

額利用料は返還しない旨のアナウンスを、利用者が

入所申請する際等に事前に行う等の一定の配慮が

必要である。 

現在、次年度以降の事業運営に関し、民間の

参入も視野に入れ、検討を行っているところであ

り、事業運営全体の見直し検討の中で、利用料

徴収の運用についても検討を行ってまいります。 

現在、次年度以降の事業運営に関し、民間の

参入も視野に入れ、検討を行っているところであ

り、事業運営全体の見直し検討の中で、利用料

徴収の運用についても検討を行ってまいります。 

19 産業政策課 中小企業振興対

策補助金につい

て 

本補助金の成果指標は補助金の執行率となって

おり、事業での成果を表す指標の設定にはなってい

ない状況であった。 

成果指標が適切でない場合、補助金の目的達成

度や効果の測定が不明確となり、補助金の有効性・

成果指標の見直しについて、対象の八尾商工

会議所との協議等をふまえ検討を行った結果、

中小企業振興対策補助金に係る事業計画書の

「相談目標数値」に令和２年度より変更する予定

です。 

成果指標の見直しについて、対象の八尾商工

会議所との協議等をふまえ検討を行った結果、

中小企業振興対策補助金に係る事業計画書の

「相談目標数値」に令和２年度より変更する予定

です。 
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必要性が適切に検証できないおそれがあるため、よ

り具体的な成果指標を設定すべきである。例えば、

すでに市で入手している経営相談員の相談・指導回

数、その他情報化促進事業の実施件数等を成果指

標とすることが考えられる。 

 

20 

21 

22 

生涯学習 

スポーツ課 

八尾市文化芸術

芸能祭助成金に

つて 

（１）八尾市文化芸術芸能祭助成金交付要綱第 15条

第１項では、毎年５月末日までに関係書類を提出す

ることを求めているが、実際に助成の対象となる芸能

祭は毎年 11月に開催されている。 

助成された事業については、実施後速やかに報告

することが適切であり、11月に開催された事業に対し

て半年後の５月に報告することは、報告の適時性に

欠けるものと考えられる。そのため、例えば事業実施

後 30日以内に報告を求めることとする等、要綱を修

正することが望まれる。 

八尾市文化芸術芸能祭助成金交付要綱第 15

条第１項について、事業終了後 30日以内に報告

を求めることとする等、要綱改正を検討している

ところです。 

八尾市文化芸術芸能祭助成金交付要綱第 15

条第 1項について、事業終了後 30日以内に報告

を求めることとすると要綱改正し、令和２年度より

施行予定です。 

 

（２）八尾市文化芸術芸能祭助成金交付要綱第５条

等において、助成対象経費が「八尾市文化芸術芸能

祭に係る費用」という内容にとどまっており、具体的

な経費の内容が明確に定められていない。 

交付要綱における助成対象経費の範囲が不明確

であると、誤解や拡大解釈等により交付要綱に定め

る助成対象経費とは異なる経費に対して助成金が交

付されるおそれがあるため、助成対象経費の範囲は

交付要綱に明確に記載すべきであり、助成対象経費

を詳細な勘定科目ごとに明記することや、助成対象

としない費用を明確にすること等を検討すべきであ

る。 

八尾市文化芸術芸能祭助成金交付要綱第５

条等において、助成対象経費の範囲を明確にす

る等要綱改正を検討しているところです。 

八尾市文化芸術芸能祭助成金交付要綱第５

条等において、助成対象経費の範囲を明確にす

る等要綱改正し、令和２年度より施行予定です。 

 

（３）八尾市文化芸術芸能祭助成金交付要綱第５条

等において、助成金額は定義されているものの「予

算の範囲内」という内容にとどまっており、具体的な

積算の根拠までは明確に定められていない。 

交付要綱における助成金額の積算根拠が不明確

であると、助成金の必要性や効果の検証が正確に実

施できないおそれがあるため、助成金額の積算根拠

や補助率等は交付要綱に明確に記載すべきである。

また、結果的に単年度収支において、多額の繰越金

が生じた場合には、積算根拠や補助率等、繰越金が

生じた要因を検証したうえで、補助金額を見直す等

の対応をすべきである。 

八尾市文化芸術芸能祭助成金交付要綱第５

条等において、助成金額の積算根拠や補助率等

を明確に規定する等検討をしているところです。 

八尾市文化芸術芸能祭助成金交付要綱第 5

条等において、具体的な積算に基づき、補助率

を明確に規定するように改め、令和２年度より施

行予定です。 

 

23 生涯学習 

スポーツ課 

八尾市ＰＴＡ協議

会運営補助金に

ついて 

八尾市ＰＴＡ協議会の収入の大部分は会費収入で

あり、市からの補助金の収入は、収入全体の１割程

度である。そのため、八尾市ＰＴＡ協議会運営補助金

交付要綱第４条に係る経費の支出額が補助金額に

満たないかどうかについては、客観的には判断が困

八尾市 PTA 協議会運営補助金交付要綱第４

条において、補助金の効果や必要性を踏まえ

て、補助対象経費や積算根拠について検討して

いるところです。 

八尾市 PTA 協議会運営補助金の効果や必要

性の検討を行い、補助対象については、要綱に

明記するよう令和２年度に要綱改正を行う予定で

す。 



- 26 - 

- 26 - 

難である。市からの補助金を超える繰越金が計上さ

れており、かつ、当年度も繰越金が増加している状

況からは、補助金の効果や必要性について、検証が

必要である。 

補助金の効果や必要性を明確にするためにも、交

付要綱第４条で補助対象経費について明記するとと

もに、積算根拠についても明記し、補助金とその対象

経費の金額を比較するべきである。  

24 

25 

学務給食課 八尾市奨学金に

ついて 

（１）本奨学金は学費以外に係る費用に対する援助

であるが、国、府の制度を踏まえた修学全般に係る

経済的負担の状況や進学率の状況を再確認し、他

市の状況も参考にし、限られた財源の中で、どの程

度支援していくか見直すべきである。また、「八尾市

特別支援学校就学奨励補助金」「民族学校に在籍す

る児童・生徒に係る就学奨励補助金」は現在、別の

補助金制度となっているが、既存の奨学金制度のあ

り方を踏襲するのではなく、総合的にあり方を検討す

べきである。 

類似した制度を行っている他市の状況や国等

の制度変更など状況の変化を注視しながら、限

られた財源の中、適切な支援となるよう検討して

まいります。 

類似した制度を行っている他市の状況や国等

の制度変更など状況の変化を注視しながら、限

られた財源の中、適切な支援となるよう検討して

まいります。 

 

（２）八尾市奨学条例において、受給資格が「学資に

乏しいもの」と定められているのみで、具体的に条例

や案内に記載されていない。そのため、毎年定員を

大きく超える申請が行われており、申請書類の確認

及び順位付けに事務作業の時間が多く発生している

状況である。事務の効率化の点から、毎年の採用者

の所得の状況を分析し、学資に乏しいものとする所

得水準を明確にすることが望ましい。 

例年の採用者の状況を分析した結果、住民税

非課税世帯がほとんどであることから、当該制度

についてのしおりや市のホームページにこの旨を

記載し、制度の状況について対象者に周知を行

いました。所得水準の明確化については、（１）で

記載の制度全体のあり方とあわせて、検討してま

いります。 

例年の採用者の状況を分析した結果、住民税

非課税世帯がほとんどであることから、当該制度

についてのしおりや市のホームページにこの旨を

記載し、制度の状況について対象者に周知を行

いました。所得水準の明確化については、（１）で

記載の制度全体のあり方とあわせて、検討してま

いります。 

 

26 学務給食課 八尾市特別支援

学校就学奨励補

助金 

国、府の制度を踏まえた経済的負担の状況、生活

保護における支援内容や進学の状況を把握の上、

他市の状況も参考にし、限られた財源の中で、誰を

対象に、どの程度支援していくか見直すべきである。

また、「八尾市奨学金」、「民族学校に在籍する児童・

生徒に係る就学奨励補助金」は現在、別の補助金制

度となっているが、既存の奨学金制度のあり方を踏

襲するのではなく、総合的にあり方を検討すべきであ

る。 

類似した制度を行っている他市の状況や国等

の制度変更など状況の変化を注視しながら、限

られた財源の中、適切な支援となるよう検討して

まいります。 

類似した制度を行っている他市の状況や国等

の制度変更など状況の変化を注視しながら、限

られた財源の中、適切な支援となるよう検討して

まいります。 

27 学務給食課 民族学校に在籍

する児童・生徒に

係る就学奨励補

助金について 

市は、経済的負担の状況や進学の状況を把握の

上、他市の状況も参考にし、限られた財源の中で、ど

の程度支援していくか見直すべきである。また、「八

尾市奨学金」、「八尾市特別支援学校就学奨励補助

金」は現在、別の補助金制度となっているが、既存の

奨学金制度のあり方を踏襲するのではなく、総合的

にあり方を検討すべきである。 

類似した制度を行っている他市の状況や国等

の制度変更など状況の変化を注視しながら、限

られた財源の中、適切な支援となるよう検討して

まいります。 

類似した制度を行っている他市の状況や国等

の制度変更など状況の変化を注視しながら、限

られた財源の中、適切な支援となるよう検討して

まいります。 
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28 健康推進課 健康づくり事業の

推進に関する協

定書第２条各号

に規定する事業

等の遂行のため

の研究負担金 

について 

健康づくり事業の推進に関する協定書に基づく事

業等の経費に関する覚書第２条（７）において、大学

から提出された完了報告書（収支決算報告書）の内

容を精査し、速やかに研究費の精算を行うとされて

いる。しかし、市は大学から収支決算報告書による

報告は受けているものの、使途内容の詳細な精査ま

では実施できていない状況であった。 

今後は、協定に基づく研究の実績総額を確認する

とともに、その中で、市が負担している研究費が適正

に支出されていることを検証するために、覚書第２条

[７]に基づき、収支決算報告書の内容を精査すべき

である。 

平成30年度収支決算報告書の様式を変更し、

研究の実績総額を表記したうえで、本市の研究

費が充てられている科目及びその主な使途を確

認できるようにしました。 

また、本年度より、収支決算報告書の別紙とし

て、本市の研究費に係る収支一覧表の提出を大

学に求めており、同表をもとに使途内容の詳細を

確認し、適正に支出されているかどうかについて

検証していまいります。 

平成30年度収支決算報告書の様式を変更し、

研究の実績総額を表記したうえで、本市の研究

費が充てられている科目及びその主な使途を確

認できるようにしました。 

また、本年度より、収支決算報告書の別紙とし

て、本市の研究費に係る収支一覧表の提出を大

学に求めており、同表をもとに使途内容の詳細を

確認し、適正に支出されているかどうかについて

検証していまいります。 

 

29 環境保全課 環境アニメイティ

ッドやお協議会負

担金について 

本協議会は、市自身が協議会を構成する団体の

一員であることから、市から協議会に対する負担に

ついては、補助金ではなく負担金として交付している

とのことである。しかし、市以外の構成団体は負担金

を拠出することはなく、協議会の会費を払うのみであ

り、市のみが会費に加えて負担金も支払っている状

況となっている。 

本負担金について今後も負担金の性質を持つも

のとして整理するのであれば、他の構成団体へも一

定の負担を求めるべきである。一方、他の構成団体

への負担を求めず、市のみが支出するのであれば、

補助金と同等であると考え、交付要件を整理する等

の検討を実施すべきである。 

本協議会は八尾市環境総合計画を推進する

本市を含めたパートナーシップ組織であることか

ら、市としても一定の負担は必要であると考えて

います。 

一方で、市以外の負担金の拠出がないことか

ら、負担金の在り方ついて、検討を進めてまいり

ます。 

本協議会に対して、本意見についての経緯及

び負担金から補助金へ変更する旨の報告を行う

とともに、令和２年度の歳出予算について、補助

金として交付できるよう要求しているところです。 

以上に伴い、補助金に係る交付要綱や各種様

式の作成等を進めてまいります。 

 

 


